
未確定事項に直面 した監査人の対応
文献 ・制度の評価(6)

坂 柳 明

1.企 業 リスクの評価と情報 リスクの評価 を区別 して監査人の役割を導

く議論の合理性

監査論上の 「未確定事項」 については,[図1]に あるような 「タイプAの

未確定事項」が専 ら想定されてきた。坂柳(2005a)は,「 未確定事項」を,こ

うした伝統的なタイプAの 未確定事項と,こ れまであまり知 られていなかった

タイプBの 未確定事項に識別 した([図1])。

[図1]-2つ の未確 定 事項

将来に発生する事象の結果が経営者に見積もれず,

タイプA 監査人も経営者のその判断に同意している場合のぞ
の項 目

未確定事項(※)
将来に発生する事象の結果を財務諸表上で経営者

タイプB は見 積 もっ て い るが,そ の見 積 も り額 が正 しい か ど

うかが監査人に判断できない場合のその項目

※ もちろん,将 来に発生する事象の結果が将来(の 財務諸表)に 金額的に重要な

影響を与えるものを前提にしており,当 期の財務諸表についての監査人の対応
を決定する上でも,そ の金額的重要性ゆえに問題になるものを前提にしている。
また,「項目」という用語で,(1):経 営者及び監査人が実際に直面する様々な状

況そのものを指す場合と,(2):そ うした状況下で,財 務諸表監査上問題になる

特定の項 目を指す場合がある。

1)「 除外事 項 」 につ いて は,坂 柳(2005a,164)の 脚 注4を 参 照。 本稿 で も,そ の

よ うに捉 える。
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他方,坂 柳(2005b)は,監 査上の除外事項1),及 びタイプAの 未確定事項

との対比で,タ イプBの 未確定事項の一般構造 を明らかにした。そ して,坂 柳

(2006a)は,タ イプAの 未確定事項に直面 した監査人の対応 を論証 し,そ こ

での監査人の対応は,「無限定適正意見のみ」になることを示 した。

他方,坂 柳(2006b)は,坂 柳(2005b)で 明 らかにしたタイプBの 未確定

事項の一般構造と,タ イプBの 未確定事項に言及 していると考えられる事例や

文献が どう結びつ くのかを考察 し,経 営者が見積 もり数値 を財務諸表上決定 し

た場合でも,監 査人が 「複数の見積 もり数値」に直面することは想定で き,従 っ

て,タ イプBの 未確定事項は成立する余地がある旨を指摘 した。 また,坂 柳

(2006b)は,タ イプBの 未確定事項 に直面した監査人の対応が,論 理的にど

うなるのかを検討 し,監 査人には,「subjecttoopinion等 の意見表明」 と 「意

見差控(意 見不表明)」 の選択肢があることを論証 した。

こうした,タ イプAとBの 未確定事項に直面した監査人の対応についての理

論 フレームワークは,そ のまま各文献や制度 を評価するための分析視点を提供

す る。坂柳(2006c)と 坂柳(2007)は,将 来の監査制度設計にそのまま役立

つ文献や制度があるかどうかを探るために,各 文献や制度を評価 した。その結

果,こ れまで検討 してきた文献や制度は,概 して,タ イプAとBの 未確定事項

が識別されていないことがわかった。タイプAとB,そ れぞれに直面した監査

人の対応が異なるのに,こ の2つ の未確定事項 を識別 しないのは,問 題であろ

う。

本稿 は,ま ず,坂 柳(2006c)と 坂柳(2007)に 続けて,タ イプAとBの 未

確定事項が識別されているか,と いう視点から文献の評価 を行う。本稿で取 り

上げる文献は,既 に何人かの論者が取 り上げているAICPA(1978)(コ ーエ

ン委員会報告書)で ある。この検討は,2節 で行われる。

一方,AICPA(1978)に は,重 要な監査論上の論点がある。AICPA(1978)

では,3節 で詳 しく述べるように,「企業 リスク(businessrisk)の 評価」と「情

報 リスク(informationrisk)の 評価」 という2つ の行為が想定 され,監 査人

が関わるのは,「 開示 の十分性の評価」 を意味する 「情報 リスクの評価」のみ
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である旨が主張 されている。

しかし,こ の主張は,自 明のことだろうか。3節 では,こ の点を検証する。

(1):監 査人の役割に,「企業リスクの評価」 と呼ばれるものが含 まれるのか,

それ とも含まれないのか,(2)1含 まれるとしたら,そ れはどのような場合で,

含まれない とした ら,そ れはどのような場合なのか,と いう問題は,そ の検討

結果がそのまま監査人の責任範囲を決めることになるので,重 要な検討課題で

あろう。

2節 との対比で言うと,本 稿の2節 では,こ れまで通 り,2つ のタイプの未

確定事項が識別 されているかどうかという観点からAICPA(1978)を 評価 し,

3節 では新 しく,「企業 リスクの評価」と「情報 リスクの評価」という観点から,

監査人が関わるのは どれなのかを検証 し,AICPA(1978)で 言われているよ

うな,監 査人が関わるのは 「情報 リスクの評価」のみである旨の主張が,合 理

的か どうかを検討しよう,と いうわけである。 この3節 の試みは,こ れまでの

筆者の未確定事項プロジェク トでは,な されていなかった。また,3節 と類似

の試みは,既 に,部 分的に坂柳(1999)で なされているが,本 稿は,後 述する

ように,そ こで行われた分析 よりも,よ り緻密な議論を展開している点で,坂

柳(1999)と 異なる。

本稿 の議論の概要 を予め示 してお くと,次 のようになる。A工CPA(1978)

では,「予測(prediction)」 と 「評価(evaluation)」 という概念が登場 し,こ

の2つ が明確に区別されないまま,議 論が行われているが,本 稿では,「予測」

と 「評価」を明確 に区別 し,(1):「 予測」を 「将来に起こる事象の最終的な実

際の結果 を,問 題になっているその時点で決定すること」と捉え,(2):「 評価」

を 「将来に起こる事象の発生可能性 を,問 題になっているその時点で決定する

こと」 と捉 えた上で,議 論 を行う。そして,経 営者が行 うにせよ,監 査人が行

うにせ よ,「企業 リスクの評価」は,上 記(2)の意味の 「評価」には該当するが,

上記(1)の意味の 「予測」は,一 般には不可能であるため,こ のような 「予測」

は,「企業 リスクの評価」には該当しないことを,3節 で指摘する(3-2)。

その上で,AICPA(1978)が 想定するようなタイプAの 未確定事項 を問題に
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す る場合,監 査人は,「開示の十分性の評価」を意味する 「情報 リスクの評価」

を行 う前の段階として,重 要な損失をもたらす事象の発生可能性の評価 という

意味の 「企業 リスクの評価」を行 うことになることを示 し,監 査人が関わるの

は,「情報 リス クの評価」 のみである旨のAICPA(1978)の 主張には,合 理

性がないことを示す(3-3)。

他方,4節 では,AICPA(1978)及 びAICPA(1978)の 背景論文となった

Carmichael(1976)(AICPA(1978,169-170)を 参照),そ してAICPA(1978)

が公表 される前 に公表された,暫 定的な報告書であるCAR(1977)に 言及 し

ている文献の評価 を行 う。筆者の3節 までの議論と,上 記3つ の文献に言及 し

て きた先行研究とで,何 が異なるのかを示すことは,本 稿のオリジナリティを

読者に理解 して頂 く上で,極 めて重要 な作業であろう。そして,最 後の5節 で

は,本 稿 のまとめと今後の課題を示す。

2.AICPA(1978)の 評価 一2つ の未確定事項の識別の有無の観点 か ら

2節 で は,AICPA(1978)の 合 理 性 を評 価 す る 。 まず,未 確 定 事 項 に 関 す

る主 張 が 見 ら れ るAICPA(1978,23-30)(コ ニ エ ン委 員 会 報 告 書 の 第3章)

が 想 定 し て い る状 況 で あ るが,AICPA(1978,23-24)は,以 下 の よ う に記 し

て い る([図2])2)。

こ の[図2]の 「… 意 見 を,監 査 人 は 限 定 す る」 の後 に,AICPA(1978,24)

は,そ の 脚 注2で,監 査 基 準 書 第2号(AICPA(1974))の21～26項,29項,

35項 に言 及 して い る 。AICPA(1974)が 想 定 して い た 「未 確 定 事 項 」 は,タ

イ プAの 未 確 定 事 項 で あ り3),そ の よ う なAICPA(1974)に 言 及 し,な お か

つ 特 に未 確 定 事 項 の捉 え 方 に つ い て 議 論 して い な いAICPA(1978,23-30)

が 想 定 して い る 未確 定 事 項 は,タ イ プAの 未 確 定事 項 で あ る こ とが わ か る。

2)CAR(1977,23-24)で も,[図2]と 同様 の 内 容 が 記 され て い る 。

3)坂 柳(2005a,163-165)を 参 照 。AICPA(1974)は,そ の21～22項 で,タ イ プ

Aの 未 確 定 事 項 に 言 及 して い る 。
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[図2]

「現 在 の報告 上 の要 求(AICPA(1974)に よ る,subjecttoopinionを 監査 人

に表 明 させ る要 求 の こと一 筆者 注)の もとで は,監 査 人 は,会 社 の財務 諸表 が重

要 な不確 実性 の 影響 を受 け てい る時 に,そ して その不 確 実性 を解消 す るで あ ろ う

将 来事象 の結 果 の影響 が合 理 的 に見 積 もれ ない 時 に,そ の財務 諸表 につ い ての意

見 を,監 査 人 は限 定す る(「 限 定す る」 とは,AICPA(1974)の 要 求の もとで,

監査 人がsubjecttoopinionを 表 明 す る こ とで あ る。一 筆 者 注)。 例 え ば,訴 訟

や新 しい貸付 契約 の交 渉 の結 果が 決定 され てい ない,あ るい は投 資の 回収可 能性

に関す る将 来の 決定 が な され てい ない状 況 で,お そ ら く意見 は限 定 され るであ ろ

う。」(傍 線筆 者)

タイプAの 未確定事項に監査人が直面 した場合,そ れが十分に開示され,他

の 除 外 事 項 が な け れ ば,監 査 人 の 対 応 は,subjecttoopinionで は な く,「 無 限

定 適 正 意 見 の み 」 で あ っ た(坂 柳(2006a,155-179)を 参 照 。)。 こ の こ とは,

タ イ プAの 未 確 定 事 項 に直 面 した 経 営 者 の 会 計 上 の対 応 に,監 査 人 が 満 足 して

い る こ と を 意 味 す る。 そ うす る と,[図3]の 記 述4)は,理 論 的 に 見 て 正 しい

こ とが わ か る。 この[図3](1)～(2)の 認 識 の も とで,AICPA(1978,28-29)

は,次 の よ う に述 べ て い る([図4])5)。

[図3]

(shouldbeinagreementwith)。 」(AICPA(1978,25))(傍 線 筆 者)

(2):「 … も し,不 確 実 性 の 結 果 に つ い て,合 理 的 な 見 積 も りが で きず,そ の不 確

(AICPA(1978,25))

4)CAR(1977,25)で も,[図3](1)～(2)と 同 様 の 内 容 が 記 さ れ て い る。

5)CAR(1977,28-29)で も,[図4]と 同 様 の 内 容 が 記 さ れ て い る。一 方,AICPA(1978,

23-30)が,タ イ プAの 未 確 定 事 項 に 言 及 し て い る 点 に 注 目 す る と,[図4]や
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[図4]

「監 査 人 の,現 在 の役 割 の主 要 な部分 は,会 社 に よっ て表 現 され てい る情報

そ の財 政状態 と利 益,そ して利 益 の測 定 を取 り巻 く関連 す る不 確実 性 を十分

に描 写 して い るか ど うか を評価 す る こ とで あ る。そ の責任 は,維 持 され るべ きで

あ る。監 査 人 は,将 来事象 の結 果 を予測 す る こ とに よって,不 確実 性 を減 らそ う

とす るべ きで はな い。 しか しなが ら,現 時 点 の要求 の も とで は,「subjectto」 の

形 の限定 を表明 す るか ど うか を決定 す る際 に,何 らかの予 測 を行 うこ とが,必 然

的 に関 わ って くる。 監査 人 は,表 現 されて い る情 報 を評価 す る こ とを期待 され る

べ きで あ り,財 務 諸 表利用 者 に,不 確 実性 の結果 につい ての彼 ら 自身 の評価 を行

うため の十分 な情 報 が与 え られ るか ど うか を決定 すべ きであ る。不 確実 性 につ い

て の,現 在 の監査 報告 上 の要求 は,意 見 を表明す るにあ たっ て受 け入 れ られて い

る監 査人 の役 割 と矛盾 してい る。それ らは,利 用 者 を混 乱 させ るか も しれ な い し,

誤 った期 待 を生 み出 すか も しれ ない。 また,「subjectto」 の形 の 限定 は,独 立監

査人 に とっての 防御手段 を,ほ とん ど提 供 しないか,全 く提供 しない。

限定 を付 す か どうか を考 慮す る必 要が あ る こ とによ って,監 査 人 は,不 確 実性

につ い ての 開示 の十分性 を評価 す る ことに,あ ま りにわず か しか注 意 を向 けな く

な るか もしれ ない。財 務諸 表 の利用 者 は,不 確実 性 につ いて の彼 ら自身の評 価 を

行 うた めの十 分 な情報 を必 要 としてお り,監 査人 の注 意 を,不 確 実 性 につ いて の

開示 を評価 す るこ とか ら,い くつか の不 確実性 の存在 に焦 点 を当 てる方へ 向け さ

せ る報 告 上 の要求 が,財 務 諸表 利用 者 に とって役 に立 つ こ とはない 。

以 上 の理 由 によ り,財務 諸表 が重 要 な不 確 実性 に よって 影響 を受 けて い る時 に,

「subjectto」 の形 の 限定 を表 明す る よ う求 め る監 査上 の 要求 は
,削 除 され るべ

きで あ る。 …」(傍 線筆 者)

AICPA(1978,23-30)に 出 て くる 「不確 実 性」 は,坂 柳(2007,253)に 見 ら

れ る,「 将 来 に起 こる事 象 の結 果が 決 定 され てい な い(様 々 な事象 が 将 来 に起 こ

り得 る)状 態」 とい う意味 で の 「不確 実性 」 に言 及 してい る と考 え られ る。

他方,AICPA(1978,23-30)は,[図4]に 見 られ る 「subjecttoopinion削

除」 の他 に,AICPA(1974),25項 の脚 注8で 規 定 され てい る 「意見 差 控」(坂

柳(2006a,147)の[図10]を 参 照)の 削 除 を,明 示 的 に主 張 してい るわ け で

は い ない。 しか し,[図3](1)及 び(2)を踏 まえ る と,AICPA(1978,23-30)の

立 場 で は,タ イ プAの 未確 定 事 項 以外 に他 の除 外事 項 が なけ れ ば,や は り監査

人の対 応 は 「無 限定 適正 意 見 のみ」 にな り,「 意見 差控 」 に な る余 地 は ない と考

え られて い る,と 推 察 され る。
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[図4]の よ う に,AICPA(1978,28-29)は,subjecttoopinionを 表 明

す る よ う求 め る 監 査 上 の 要 求(AICPA(1974)に よ る要 求)は,削 除 さ れ る

べ き 旨 を 主 張 して い る。AICPA(1978,23-30)は,タ イ プAの 未 確 定 事 項 を

想 定 して お り,そ れ に 直 面 し た 監 査 人 の 対 応 は,先 述 の 通 り,subjectto

opinionで は な く,「 無 限 定 適 正 意 見 の み 」 に な るの で,こ の 主 張 は,理 論 的 に

見 て 正 しい6)。

しか し,AICPA(1978,23-30)は,な ぜ 筆 者 の これ まで の未 確 定 事 項 プ ロ ジ ェ

ク トで 見 て きた タ イ プBの 未確 定 事 項 を考 え な い の だ ろ うか 。 あ る い は,AIC-

PA(1978,23-30)は,タ イ プBの 未 確 定 事 項 を 考 え な くて も よ い の だ ろ う

か。AICPA(1974)が 監 査 人 に要 求 して い るsubjecttoopinionの 合 理 性 を,

AICPA(1978,23-30)が 問 うて い る点 は,研 究 上 評 価 で き るが,AICPA(1974)

と同 じ よ うに,タ イ プAの 未 確 定 事 項 しか想 定 し な い の は,議 論 と し て は,不

十 分 で あ ろ う。subjecttoopinion(及 び 意 見 差 控)は,タ イ プBの 未 確 定 事 項

に直 面 した 監査 人 の 選 択 肢 と して,採 用 す る 余 地 が あ る(坂 柳(2006b,157-166)

を 参 照)の で,タ イ プBの 未 確 定 事 項 を 想 定 す れ ば,[図4]の よ う に,

「「subjectto」 の形 の 限 定 を表 明 す る よ う求 め る監 査 上 の 要 求 は
,削 除 さ れ る

べ き」 とは 言 え ない はず で あ る。

タイ プBの 未 確 定 事 項 は,経 営 者 が 何 か の見 積 も り数 値 を財 務 諸 表 上 認 識 し

6)subjecttoopinionの 削 除 に よって,[図4]の 「不 確 実性 につい て の,現 在 の監

査報 告上 の 要求 …」 か ら,「 …財務 諸 表利用 者 に とって役 に立 つ こ とは ない。」 ま

で の記述 に見 られ る,subjecttoopinionを 削 除 しない こ とに よるAICPA(1978)

が 考 える弊 害 は,当 然 な くな るこ とにな る。 もっ と も,理 論 的 に考 えて,タ イプ

Aの 未確 定 事項 に直 面 した監 査人 の対 応が 決 まれ ば,[図4コ に見 られ る ような,

「subjecttoopinionを 削 除 しない場 合 の弊 害 」 に言 及す る必要 は,最 初 か らな

くな る。

ま た,[図4]に 見 られ る よ うに,subjecttoopinionの 存 在 を前 提 に して,

subjecttoopinionの 「弊害 」を論 じ始 めて も,他 方 で,subjecttoopinionの 「利

点 」 に も言 及 しな けれ ば,そ の議 論 はfairな 議i論で は な くな るので,結 局 の と

ころ,研 究 上 の議論 と して は決着 がつ か な くな る。 よって,そ の存 在 意義 に争 い

が あ る ところ の実務 や制 度 を与件 と して,そ れが及 ぼす 経済 的帰 結 を論 じて みて

も,議 論が 堂 々巡 りにな るだ けなの で,そ う した議 論 は,研 究上 は避 け る必要 が

ある。
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て い る場 合 に 問 題 に な る が,AICPA(1978,23)で は,経 営 者 が 見 積 も りを

行 う状 況 につ い て の 記 述 も見 ら れ る([図5])7)。 しか し,経 営 者 の対 応 と し

ての見積 もりは,[図5]で 想定 されているものの,経 営者の見積 もりに関す

る監査上の対応については,「見積 もり」 を 「将来に起 こる事象の結果を経営

者が評価することによって,行 われる行為」 と特徴づけた上で8),そ うした将

来事象 に関す る 「経営者 の評価」 が,[図6]に 見 られる 「経営者 の評価

(management'sevaluation)」 に 該 当 す る とい う解 釈 の も とで,言 及 さ れ て い

る と考 え られ る だ け で あ る9)。

[図5]

「将来事象の結果についての不確実性は,あ る特定期間の事業体の利益の測定

と,あ る特定時点の事業体の資産及び負債の測定の両方に影響を与える。そのこ

とが,財 務諸表上の不正確さの主要な原因である。例えば,資 産は,通 常受取債

回収不能かもしれない金額の見積もりが必要になる。負債は,時 とし

て,保証やそれと同様の義務のもとで支払われる,請 求の見積もりを含んでいる。

財務諸表に影響を与える多 くの事項は,将来のある時点までは,解決され得ない。

訴訟は,裁 判上の決定又は和解を待たなければならないし,外 国にある資産は,

政治不安,あ るいは収用の脅威によって危険に晒されるかもしれない。そうした

不確実性の解決は,将 来事象の結果を待たなければならないが,財 務諸表は,伝

統的に,少 なくとも年に一度,期 間を基準にして公表されている。財務諸表上の

しばしば,経 営者がその時点で行うことができる最良の見積もりを基準

にして決定されなければならない。…」(傍線筆者)

7)CAR(1977,23)で も,[図5]と 同様 の 内容が 記 され てい る。

8)坂 柳(2007,232)に 見 られ る 「見積 も り」 は,「 財 務 諸表作 成段 階 まで に入 手可

能 な情 報 を考 慮す るこ とに よる,将 来 に起 こる事象 の 結果 の財務 諸 表作 成段 階 で

の決 定」 で あるが,こ れ も,本 文 に示 した 「将来 に起 こる事 象 の結 果 を経営 者が

評価 す る こ とに よっ て,行 わ れ る行 為」 に該 当す る。

9)[図6](1)に つ い て は,CAR(1977,28)に,同 様 の 内容 が 記 され て い る。 し

か し,[図6](2)に つ いて は,CAR(1977,28)に は見 られ ない 。
一 方

,[図6](1)～(2)に 関 しては,次 の点 に注 意 す る必 要が あ る。 そ れ は,①
「経 営者 の評 価 に反対 す る」((1))と い う記述 ,②:「 経 営 者 の評価 に 同意 し

な い」(②)と い う記述,そ して,③:「 一般 に認め られ た会計 原則 か らの乖 離」
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[図6]

「監 査 人 の専 門的 な経 験(specializedexperience)に 基づ い て ,争 い のあ

る税 務 上 の規制 の解 釈 に基づ くあ り得 る解 決,あ るい は政府 契約 の も とで 許容

され る原価 の よ うな,い くつ か の不 確 実性 の結 果 を評価 す るの に,監 査 人 が よ

り適切 な立 場 にい るか もしれな い。そ の よ うな環境 で は,監 査 人 は,経 営者 の

評価 に反対 す る(disagreewith)か も しれ ない し,別 の場合 には,監 査 人 は,

開示 され てい る情 報 が,潜 在 的 な結 果 に 関連 してい る考慮 を十分 に反 映 してい

ない,と 信 じるか もしれな い。 …」(AICPA(1978,28))(傍 線 筆者)

(2)「 …監 査 人 は,そ の不 確 実性 につ い て の経 営 者 の評 価 に 同意 しな い(does

notagreewith)時 に は,あ るい は開示 されて い る情報 が,潜 在 的 な結 果 に関

連 して い る考慮 を十 分 に反映 してお らず,経 営 者が 必要 に なる修正 又 は 開示 を

行 わ ない時 に は,一 般 に認め られ た会 計原則 か らの 乖離 を理 由 と して,限 定意

見 又 は不 適 正 意 見 を表 明 す る こ と が,

(AICPA(1978,29))(傍 線筆 者)

しか し,[図6](1)に あ る よ うな,「 経 営 者 の評 価 に反 対 す る」 に あ た っ て の,

「専 門的な経験」 という監査人の能力を問題にするに しても,「経験」 とは,

過去からその時点までの経過期間に依存する概念のはずだか ら,過 去か ら特定

の監査人の対応決定時点までの経過期間が短ければ,そ の対応決定時点で 「専

門的な経験がない」監査人も,当 然想定できるはずである。

他方,経 営者の側に,一 定程度の経験があれば,将 来事象の結果を見積 もる

ことは,当 然あ り得るはずである。また,一 定程度の経験があってもなくても,

((2))と い う記述 か ら判 断す る と,[図6](1)～(2)は,「(タ イ プAの)未 確 定 事項 」

で はな く,本 稿 で 言 う 「除外事 項 」(脚 注1を 参 照)に 言及 して い る,と い う点

であ る。

従 っ て,[図6](1)～(2)は 「未 確 定 事 項」 に 言 及 した 記 述 で は な い の で,
「AICPA(1978

,23-30)は,タ イプAの 未確 定事 項 に言 及 してい るの だか ら,[図

6コ(1)～(2)に 見 られ る 「経 営 者 の評価 」 と して,「 経 営 者が 見積 も りを行 っ てい

る状況 」 を想 定 す る こ とはで きない 。」 との批判 は,不 適切 で あ る。 もち ろん,
一 般 に は

,[図6](1)～(2)に 見 られ る 「経 営者 の評価 」 には,「 将来事 象 の結果 が

見 積 もれ ない」 との決 定 に至 らせ る 「経 営者 の評価 」 も含 まれ るが,除 外 事項 が

付 され る可 能性 が あ る状況 にお いて,「 将 来 に起 こる事 象 の結果 につ い ての経 営

者 の 評価 」 の 中 に,「 将 来事 象 の結 果 が見 積 もれ る」 との決 定 に至 らせ る 「経 営

者 の評 価」 も,当 然含 まれ るはず であ る。
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(1):利 害関係者が期待するほどのキャッシュ ・アウトフローはないことを,彼

らに表明 したい経営者は,「合理的な見積 もり数値」 として,引 当金 を計上す

るであろうし,(2):利 害関係者が期待する以上のキャッシュ ・インフローがあ

ることを彼 らに表明 したい場合 には,経 営者 は,「合理的な見積 もり数値」 を

用いて,資 産の金額 を決定するであろう10)。

そ うだとす ると,「監査人に専門的な経験がないのだか ら,経 営者 は見積 も

りを行 うことができないはずである。」 との主張は,当 然には成立 しないこと

がわかる。経営者が見積 もりを行 えるか どうか,一 そして監査人がそうした

経営者の会計上の決定に同意11)で きるかどうか 一 は,全 て事実(状 況)に よっ.

て決まるからである。

このように,事 実(状 況)の 問題として,監 査人には 「専門的な経験」がな

く,経 営者は将来事象の結果を見積 もった状況が,監 査人にとって 「過去の経

験 とのつなが り(thelinktopastexperience)が 非常 に不明確,又 は存在 し

ない」(Carmichael(ユ972,70))状 況12)なのであれば,監 査人が想定する見

積 もり数値が1つ に決 まらず,複 数想定される場合が当然考えられ,そ の複数

の見積 もり数値のうちの1つ が,経 営者の決定 した見積 もり数値 と一致 した状

況 は,「監査人が,経 営者の見積 もり数値の合理性 を判断で きない状況」にな

るはずである(坂 柳(2005b),坂 柳(2006b),坂 柳(2007)の 議論を参照。)。

この状況は,タ イプBの 未確定事項である。

以上より,AICPA(1978)に 見 られるsubjecttoopinion削 除の勧告につい

ては,筆 者 は,AICPA(1978)が 「未確定事項」 として,AICPA(1974)に

見 られるタイプAの 未確定事項を想定している限 り,理 論的に見て正 しい勧告

10)坂 柳(2005b,254-256)(脚 注10を 含 む)も 参照 。

11)「 同意 」 につ いて は,坂 柳(2005a,159-160)の 脚 注1を 参 照。 本稿 で も,そ の

よ うに捉 え る。

12)こ の状 況 に起 因 して,坂 柳(2007,251)に 見 られ る 「経 営 者 に よる評 価 の合 理

性 を監査 人 が確 か め るに当 たっ ての情 報が な い」状 況が 生 じるで あ ろ う。 本文 に

示 したCarmichael(1972,70)に よって説 明 され てい る状況 は,上 記 坂柳(2007,

251)で 説 明 されて い る状 況 の原 因 にな ってい る,と 考 え られ る。
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と評 価 す る 。 しか し,AICPA(1978)が,タ イ プBの 未 確 定 事 項 を想 定 して

い な い 点,及 び 想 定 し な くて よい 理 由 を示 して い な い 点,そ して タ イ プBの 未

確 定 事 項 を想 定 しな い ま ま,subjecttoopinionの 削 除 を勧 告 した こ と につ い

て は,筆 者 は,問 題 で あ っ た と考 え る。

3.AICPA(1978)の 評価 一 企 業 リス クの評価 と情 報 リスクの評価 の

観点 か ら

3--1AICPA(1978)に 見 られ る企 業 リス ク と情 報 リ ス ク

こ の よ う に,AICPA(1978)は,[図4]に 見 られ る よ う に,subjectto

opinionの 削 除 を勧 告 した の だ が,こ の勧 告 との 関係 で,AlcPA(1978,26-27)

は,次 の よ う に も 主 張 して い る([図7])。 な お,同 様 の 主 張 は,CAR(1977,

26-27)で も な さ れ て い る 。

[図7]

確 実性 につ いて の現在 の監 査上 の要 求 は,2つ の タイプ の リス クの問 の区別 をあ

い まい に し,監 査 人 の責任 につ い ての混 乱 を もた らす 。」(傍 線 筆者)

まず,[図7]の 「会社が事業を行 う際に直面す るリスク」 の中身である

が,AICPA(1978,27)の 「財務諸表利用者は,あ る事業が直面するリスク

を評定 し,潜 在的な将来の利益又は損失についての彼 ら自身の評価を行 うため
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の十分な情報を与えられるべ きである。」(傍 線筆者)と の記述(CAR(1977,

27)に も,同 様 の 記 述 が 見 ら れ る)に 注 目 し よ う。 この 記 述 か ら,「 将 来 に,

会社が事業によって被 る可能性のある損失や利益」が問題になっていることが

わかる13)。

そうすると,(1):[図7コ の 「会社が事業 を行う際に直面するリスク」の 「直

面する」 は,「会社がその時点で直面する」 ことを意味 し,(2):そ の会社が将

来に何かの影響 を被 る,と いう2つ の点を踏 まえると,[図7]で は明示的に

定義されていないが,「 会社が事業を行 う際に直面するリスク」 とは,あ る事

象 によって,[1]:「 その会社が将来に何 らかの影響を被る可能性(確 率)」

そのものを指 している,あ るいは[2]:「 その会社が将来に何 らかの影響 を

被 る可能性(確 率)が あるような,そ の時点での状態」のことを指 している,

と推 察 され る 。 本 稿 で は,こ の[1]又 は[2]の こ と を,「 企 業 リス ク」 と

定 義 す る14)。

13)も ち ろん,そ の会社 が将 来 に被 る可 能性 が あ るの は,利 益 や 損 失 だ け で な く,

AICPA(1978,27)(及 びCAR(1977,27))に 見 られ る 「追加 的 な資金 調 達が

で きる能力 」か ら推 察 され る,「キ ャ ッシュ ・イ ン フロー」あ るい は 「キ ャ ッシ ュ ・

イ ンフロー な し」 が考 え られ る。

14)鳥 羽(1985,26)に 見 られ る,以 下 に示 す 「企業 危 険」 は,一 「企 業危 険」 を定

義す る の に,「 危 険」 とい う用語 を使 うの は,問 題 で あ るが 一 筆者 の言 う 「企業

リス ク」 の 中に含 まれ る。 本文 の[1]で も[2]で も,筆 者 の 「企業 リス ク」

の 中の,将 来 の 「何 らかの 影響 」 の 中 に,鳥 羽(1985,26)の 「(企業 の)成 長

や存 続 を脅か す よ うな影響 」 を含 めれ ば よいか らで あ る。概 念 は,具 体 性 を重視

し,特 に指示 対象 を限定す る必 要が 見 出せ ない ので あれ ば,取 り扱 いが 便利 な よ

うに,よ り包 括 的 な もの の方が よい。
「競争 と不 確実 性が 支 配す る経済 市場 におい て,い か な る企 業 も企業 の 内部 要

因や 将 来の企 業活 動 に影響 を与 えるか もしれ ない不確 実 な外部 要 因 に よって,そ

の 成 長 や 存 続 が 脅 か さ れ る 危 険 に 晒 さ れ て い る。 こ の種 の危 険 を企 業 危 険

(businessrisk)と 呼 ぶ こ とに しよ う。 …」(傍 線 筆 者)

また,鳥 羽(1994,261)で は,以 下 の よ うな,「 企 業 リス ク(businessrisk)」

の 定義 が示 され て い る。 この鳥 羽(1994,261)の 「企 業 リス ク」 の 定義 に見 ら

れ る 「危 険」が,本 文 の[1]の 「可能性(確 率)」 に該 当す るか,本 文 の[2]

の 「状 態」 に該 当す れ ば,鳥 羽(1994,261)に 見 られ る 「企 業 リス ク」 は,筆

者 の 「企 業 リス ク」 に含 まれ る こ とにな る。先 ほ ど と同 じ く,筆 者 の 「企業 リス

ク」 の 中の,将 来の 「何 らか の影響 」 の 中に,鳥 羽(1994,261)の 「(企業 の)
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一 方
,[図7]で は,「 情 報 リス ク」 に つ い て も言 及 され て い る。[図7]の,

(1):「 財 務 情 報 が 十 分 な 開 示 を含 ん で い な い リス ク」とい う言 い 方 や,(2):「 財

務諸表に影響 を与えるリスクの開示の十分性 を評価する」という言い方か ら見

て,こ こでの 「情報 リスク」 とは,「財務諸表上で,十 分な開示がなされてい

な い 可 能 性 」 を 指 して い る と推 察 さ れ る 。 本 稿 で も,「 情 報 リス ク」 を,そ の

よ うに 捉 え る こ と にす る15)。

この よ う に,[図7]は,上 で 見 て きた よ う な意 味 の 「企 業 リス ク」 と 「情

報 リス ク」 の2つ の リス ク に つ い て,subjecttoopinionを 表 明 す る こ と を監

査 人 に 求 め る 「現 在 の 監 査 上 の 要 求 」(AICPA(1974))は,「2つ の タ イ プ の

リスクの問の区別をあいまいに」する旨を主張している。そ して[図7]に お

いては,(1)「 会社が事業を行 う際に直面するリスク(本 稿で言う企業 リスク)」

の評価⇒財務諸表利用者の責任,(2):「 情報 リスク」の評価⇒監査人の責任,

成長や業績および存続を脅かすような影響」を含めればよいからである。
「…競争と不確実性が支配する経済市場において,い かなる企業も,企 業の内

部要因と企業活動に影響を及ぼす不確実な外部要因によって,そ の成長や業績お
よ び 存 続 が 脅 か され る 危 険 に さ ら され て い る。 か か る 危 険 を,企 業 リ ス ク

(businessrisk)と い う。」(傍1線筆 者)

15)鳥 羽(1985,28-29)に 見 られ る,以 下 に示 す 「情報 危 険」 は,「 会計 情報 が作 成

者 の故 意 ・誤 謬 に よっ て歪 め られ」 る可 能性 に言 及 す る分 だ け,[図7]及 び本

稿 の 「情 報 リス ク」 よ りも,そ の概 念 が広 い よ うに見 える。
「… こ こで,会 計情 報 が作 成者 の故 意 ・誤謬 に よっ て歪 め られ,ま た は,そ の

内 容 が十 分 で ない 可能 性 を情 報危 険(informationrisk)と 呼ぶ こ とに し よう。

監査 は情 報危 険 の評 定 にかか わ りをもち,そ れ を合 理的 な範 囲内 に減少 させ る と

い う機 能 を果 して い る と考 え られる。」(傍 線筆者)

しか し,本 文 で述べ た,「財 務諸 表上 で,十 分 な 開示 が な され てい ない可 能性 」

を表す 「情 報 リス ク」 につ いて は,鳥 羽(1985,28)の 言 う 「作 成者 の故 意 ・誤

謬」 に よって,「 十分 な開示 が な され てい な い」 こ と も考 え られ る。 つ ま り,本

文 で述べ た 「情報 リス ク」 を生 じさせ る原 因 と して,鳥 羽(1985,28)の 言 う 「作

成者 の故 意 ・誤 謬」 を考 える ことは可 能で あ り,鳥 羽(1985,28)で 言及 され て

い る状況 を,本 稿 の 「情 報 リス ク」 は,想 定 してい る こ とが わか る。 なお,鳥 羽

(1994,385)で は,「 財務 諸 表 にか か る情報 リス ク(informationrisk)一 財務

諸 表の適 正性 一 の評 定」とい う説 明が見 られる。ここで の 「情報 リス ク」が,「財

務諸 表 が適 正 で あ るか どうか」,あ るい は 「財 務諸 表 が適 正 に表 示 され て い ない

可 能性」とい う意味 だ と した ら,鳥 羽(1994,385)の 「情報 リス ク」と,鳥 羽(1985,

28-29)に 見 られ る 「情報 危 険」 の内容 は,同 じだ とい う こ とにな る。
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という図式が見て取れるが,特 に監査人の責任について,こ れらの図式は,自

明であろうか。

3-2「 企業 リスクの評価」 と 「予測」及び 「評価」 との関係

3-2-1「 予 測 」 と 「評 価 」 の 区 別 の必 要 性

まず,「 企 業 リス ク の 評 価 」 に関 して で あ る が,AICPA(1978)に は,次 の

よ う な 記 述 が 見 ら れ る([図8])。 な お,CAR(1977,27)で は,[図8](1)

で 「財務諸表の利用者よ りも適切 な」 となっているところが,「 財務諸表の平

均 的 な利 用 者 よ り も適 切 な」 とな っ て い る 。 ま た,[図8](2)と 同 様 の記 述 は,

CAR(1977,26)に も見 られ る。

[図8]

(1)'「 … しか しな が ら,監 査 人 は,し ば しば多 くの 不 確 実 性 の 最 終 的 な帰 結

(theultimateresolution)を 予 測す る(predict)の に,財 務 諸表 の 利用 者 よ

りも適 切 な立場 にい るこ とは全 くない。裁 判上 の決 定 を待 って い る訴 訟,新 製

品 の販 売可 能性,追 加 的 な資金調 達 がで きるか ど うか,あ るい は,現 在検 討 中

の,企 業 に とって不 利 な税 金 関係 の法 案 の通過 の見 込み は,十 分 に情 報 が与 え

られ た財務 諸 表利 用者 よ りも,監 査 人 が適 切 に評価 す る(evaluate)能 力 が備

わって い る こ とが全 くない事 項 の例 であ る。」(AICPA(1978,27)(傍 …線筆 者))

「…(AICPA(1974)の もとで 一 筆者 注)意 見 を限定 す るか どうか を評価

す る にあ たっ て,監 査人 は,潜 在 的 な損失 金額 を考 慮 しな けれ ば な らない し,

その損 失 を確 か な もの とす る将来 事象 の発 生 の確率 を評価(evaluate)

れば な らない。 … 限定 を付す か どうかの 決定 は,確 率 の評価 に基 づ か なけれ ば

な らない の で,監 査 人 の報告 上 の決 定 は,経 営 者 の評価(evaluation)か ら独

立 した,将 来事象 の結果 の予 測(prediction)に な る。…」(AICPA(1978,26)

「企 業 リス ク」 の 定 義 につ い て は
,3-1に 示 した 通 りだ が,そ の 「企 業 リ

スクを評価すること」の中身に関連 して,[1]:[図8コ(1)の 記述 によると,

監査人が,「不確実性の最終的な帰結を予測する」ことが想定 されてお り,[2]

[図8](2)で は,「 その損失 を確かなものとす る将来事象の発生の確率」 を



未確定事項に直面した監査人の対応 ヱ05

評価する16)文脈で,「(将 来事象の結果の)予 測」 という言葉が使われている。

[図8](2)の 記述内容の合理性 を検討すると,確 かに,様 々な情報を用いて,

一定の金額的に重要な事象が,将 来の時点で発生する可能性(確 率)が 高 く評

価 されればされるほど,そ うした 「評価」は,「 その事象の最終的な実際の結

果を決定する(言 い当てる)」一 例えば,5年 後の実際の商品の販売価額がい

くらになるかを現在決定すること,あ るいは,[図8](1)の 例で言えば,「追加

的な資金調達」が将来に実際にできる(あ るいはで きない)こ とを,問 題になっ

ているその時点で決定すること一 という意味の,「 予測」 とほぼ等 しくなる。

「評価」 と 「予測」に関 して,AICPA(1974)に よるsubjecttoopinionを

監査人が表明する(限 定を付す)際 には,監 査人は,将 来事象の発生可能性の

評価を行 うが(脚 注16を 参照),以 下に示すNorby(1978a,18)の 記述([図9])

は,AICPA(1978,23-30)と の関係で,「 会社 に最終的な支払能力があるか

[図9]

人 の 限 定(AICPA(1974)に よ る,subjecttoopinionの 表 明 の こ と 一 筆 者 注)

は,事 実 上,予 測(aprediction)に な る。 そ れ に も か か わ らず,監 査 人 は,

の 種 の 正 確 な 予 測(predictions)を 行 う こ とが で き な い 。 … 」(傍 線 筆 者)

[図10]

「「subjectto」 意見 を 出す こ とは,監 査 人 に,財 務情 報 の創 出者(originator)

にな るこ と も,財 務 情報 の解 釈者(interpreter)に な る こと も,要 求 しては いな

い。 「subjectto」 の形 の 限定 は,将 来 の結 果の予 測(prediction)で は な く,単

にその不 確 実性 が余 りに重大 な ので,財 政状 態 や経 営成 績 に与 え るそ れ の潜 在 的

な影 響 が重 要 な もの に な り得 る こ とが あ り,そ の時 点 では測 定す る こ とが で きな

い とい う認 識 を単 に示 して いる だけ であ る。 …」(傍 線筆 者)

16)こ の こ と に つ い て のAICPA(1974)上 の 規 定 に つ い て は,坂 柳(2005a,163-169)

を参 照 。
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ど うか に関 す る 」何 か の 事 象 の 発 生 可 能 性 を,監 査 人 が 「評 価 」す る こ とが,「 事

実 上,予 測 に な る」 こ と を 指 摘 し た もの,と 捉 え ら れ る 。 し か し,他 方 で

Norby(1978a,18)は,脚 注3(Norby(1978a,20))で 引 用 して い るArthur

Andersen&Co.が,1977年12月 に公 表 したExecutiveArewsBriefsに お け る

主 張 を,引 用 し て い る([図10])。Norby(1978a,18)が 引 用 し た こ の 記 述

は,subjecttoopinionを 表 明 す るか ど う か を決 定 す る 際 に,監 査 人 は何 か の

事 象 の発 生 可 能 性 を評 価 す る が,subjecttoopinionを 表 明 した か ら とい っ て,

そ の こ と は,「 将 来 の 結 果 の 予 測 」 で は な い こ と を主 張 した もの,と 捉 え られ

る 。

こ の よ う に,「subjecttoopinionを 表 明 す る こ と」,詳 し く言 い換 え る と,

「subjecttoopinionを 表 明 す る に 当 た っ て
,将 来 に起 こ る事 象 の 発 生 可 能 性

を監 査 人 が 評 価 す る こ と」 が,「 将 来 に起 こ る事 象 の 結 果 を監 査 人 が 予 測 す る

こ と」 に な る の か ど う か につ い て,[図9]と[図10コ で は,考 え が 対 立 して

い る こ とが わ か る。 そ れ で は,「 評 価 」 と 「予 測 」 の概 念 関係 に つ い て は,ど

う考えればよいのだろうか。 この問題は,決 して 「どうで もいい」問題ではな

い。(1):本 稿 においては,[図7]～[図10]ま での記述 自体の意味を正確 に

理解するために,そ して,(2):監 査人が関わるのは 「情報 リスクの評価」のみ

である旨の主張を行 うAICPA(1978)及 びその関連文献を評価するために,

この問題を解決する必要があるし,ま た,(3):今 後未確定事項関係の文献 を研

究者が参照す る時に,そ の文献を読む際の視点が得 られるようにするためにも,

この問題を解決する必要がある。

さて,ま ず指摘 してお く必要があるのは,経 営者にせ よ監査人にせよ,そ の

時点で入手可能な情報によって,「 将来事象の最終的な実際の結果を決定する

(言い当てる)」 とい う意味の 「予測」 と,将 来事象 の発生可能性の 「評価」

が,先 に述べたように,ほぼ同じになるか どうかは,個 々の事実(状 況)に よっ

て決まる問題だ,と いう点である。ある重要な事象の発生可能性の評価結果が,

確率1に ほぼ等 しくなる(「 ほぼ必ずその事象が発生する」 という評価結果 に

なる)場 合 もあれば,「確率1に ほぼ等 しい」 とは言えないが,そ の事象の発
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生可能性は高い,と 評価 される場合 もあるだろう。

そ うす ると,[図8](2)に 見 られるように,AICPA(1974)で 要求される

subjecttoopinionを 監査人が表明するか どうかを決定す る時に,「 その損失

を確かなものとする将来事象の発生の確率 を評価 しなければならない」 として

も,そ のことが,即 座 に(本 稿 で言う)「将来事象の結果の予測」 を意味する

ことにはならないことがわかる。[図8コ(2)に 見 られるように,「将来事象の発

生可能性 の評価 ≒将来事象の結果の予測」が成立するのは,監 査人による,そ

の時点で入手可能な情報 を用いた将来事象の発生可能性の評価が,将 来に新 し

い情報 を入手 しても,ほ とんど変化 を受けないと監査人に考えられてお り,な

おかつ事象の発生可能性がほぼ確率1で ある,と 監査入に判断されている場合

だけであろう。

読者を混乱 させ ないためには,AICPA(1978,23-30)は,「 将来事象の発

生可能性の評価」 は,経 営者によるもので も,監 査人によるものでも,あ くま

でその時点で入手可能な情報 による決定に過 ぎず,「 最終的な実際の結果を決

定する(言 い当てる)こ と」 とは,異 なる行為である,と 明示 した方がよかっ

たであろう。即ち,AICPA(1978,23-30)は,一 般的には,「 将来事象の発

生可能性の評価 ≠将来事象の結果の予測」という形で,「評価」と 「予測」を,

明確 に区別 して記述 を行った方が よかったのではないか,と いうことである

([図11])。

[図11]一 「予 測 」 と 「評 価 」

将来に起こる事象の最終的な実際の結果を,問 題になって

いるその時点で決定すること

将来に起こる事象の発生可能性を,問 題になっているその

時点で決定すること

以上の分析 を踏まえると,[図8](1)の 分析 も行える。[図8](1)の,「 監査

人は,し ばしば多 くの不確実性の最終的な帰結を予測する」に見 られる 「予測」
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が,[図11]の 意味の 「予測」一即ち,「将来事象の最終的な実際の結果を決定

すること」一 と同 じ意味で用い られているとす ると,そ うした予測行為は,「監

査人の責任ではない」 と考えるのが自然であろう。監査人がその対応 を決定す

る時点までにしか入手できない情報 を用いて,将 来にしか判明 しない事象の最

終的な実際の結果を決定 しなければならない理由が見出せ ないか らである。

本稿では,3-1の[図7]か ら,「企業 リスク」という概念を導出したが,

3-1に 示 した 「企業 リスク」の うちの[1],即 ち,「 その会社が将来に何 ら

かの影響を被 る可能性(確 率)」 の評価は,そ の時点で入手可能な情報による

将来事象の発生可能性の決定であ り,[図11]の 「評価」には該当するが,[図

11]の 「予測」ではない。従って,[図11]の 「予測」は,「企業リスクの評価」

には該当しないことになる17)。

[図7]に は,「 監査人は,事 業を行う際の リスクを変化 させることはで き

ない し,彼 のクライアントの営利上の成功 を保証することもできない。」 との

記述が見 られたが,「 事業を行 う際のリスクを変化させること」や,「 クライァ

ントの営利上の成功 を保証すること」は,い ずれも[図11]の 意味の 「予測」

であって,「企業リスクの評価」ではない。 このように,[図7]に は,「事業

が直面するリスク」の評価,即 ち,「 企業 リスクの評価」 についての記述だけ

で な く,[図11]の 「予 測 」 に つ い て の 記 述 も あ る こ とが わ か る。 読 者 に よ る

正 確 な理 解 を妨 げ る恐 れ の あ る 記 述 は,避 け る必 要 が あ る。

さ らに,2節 の[図4]で は,subjecttoopinionの 削 除勧 告 が な さ れ て い

た が,(1):も と も と監 査 人 の責 任 と は観 念 で き な い[図11]の 意 味 の 「予 測 」

行 為 が,「 企 業 リス ク の評 価 」 に含 まれ るか の よ う に捉 え,(2):そ の よ う な 「予

17)「 企 業 リス クの評価 」 の 「評価 」 を,[図11]の 「予 測」 と捉 え る余 地が あ る か

どうかが,問 題 にな る。本稿 で 「企 業 リス ク」 と言 う場 合,そ れ は,3-1の 本

文 中の[1]で も[2]で も,あ る事 象 に よ って,「 そ の会社 が将 来 に何 らか の

影 響 を被 る可 能性」 に言及 す る概 念 で ある。 一方,[図11]の 「予測 」 は,「 将来

事 象 の最終 的 な実 際の 結果」 に言及 す る概 念 であ る。当た り前 だが,「 可 能性(確

率)」 は,「最終 的 な実際 の結 果」で はな い。そ うだ とす る と,「企 業 リス クの評価 」

の 「評 価」 を,[図11]の 「予測 」 と捉 え る余 地 はな い こ とが わか る。
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測」行為を監査 人が正確 な形で行 うことができないことを,「企業 リスクの評

価が行えないこと」と認定 し,(3):監 査人の役割は,[図11]の 意味の 「予測」

を含む 「企業 リスクの評価」を行うことではなく,「情報 リスクの評価」を行

うことであることを根拠に,subjecttoopinionの 削除が主張されているのだ

とした ら,そ うした削除の理由づけは,不 適切であろう。[図11]の 意味の 「予

測」行為は,「企業リスクの評価」 とは言えないからである。

subjecttoopinionの 削除を主張するのであれば,タ イプBで はな く,タ イ

プAの 未確定事項に直面 した監査人の理論的な対応 としては,既 に筆者がこれ

までの未確定事項プロジェク トで述べてきた ように,subjecttoopinionが 監

査人 の対応 の選択肢 か ら削除 され るのは当然であ ることだけ を,AICPA

(1978,23-30)は,指 摘すればよかった。現 に,2節 の[図3](ユ)～(2)で は,

AICPA(1978)は,タ イプAの 未確定事項 に直面 した監査人にとっての,監

査の本来的なあ り方を示 していた。

一方,[図8](1)の 「監査人は,し ばしば多 くの不確実性 の最終的な帰結 を

予測する」 に見 られる 「予測」は,[図11]の 意味の 「評価」を表 している,

と解釈できるだろうか。「最終的な帰結」という言い方からすれば,仮 に 「評価」

という言葉を用いたとしても,そ の問題 になっている行為は,「 将来事象の発

生可能性の決定」ではなく,[図11]の 意味の 「予測」 と捉 えた方が 自然であ

ろう。[図8](1)の 「監査人は…最終的な帰結を予測する」に見られる 「予測」

は,[図11]の 「評価」ではなく,や は り[図11]の 「予測」 と捉 えた方が よ

いわけである。

他方,[図8](1)に は,「監査人が適切に評価する能力が備わっていることが

全 くない事項」という記述 もある。[1]:こ こでの 「評価」が,[図11]の 「予

測」の意味であれば,[図8](1)の 前半部分の 「監査人は…最終的な帰結を予

測する」の記述 も合わせて,[図8](1)の 記述全体は,[図11]の 「予測」に言

及 しているという意味で,記 述の首尾一貫性はある。 しかし,こ のような[図

11]の 「予測」は,さ きほど見たように,「企業 リスクの評価」には該当しない。

そのため,AICPA(1978)の 真意 はともか く,筆 者及び筆者の議論の賛同者
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から見れば,「企業 リスクの評価」に関係 しない[図11]の 意味の 「予測」の

記述をなぜ行う必要があるのか,と いう主張が,AICPA(1978)に 対 してな

されるであろう。他方,[2コ:[図8](1)の 「監査人が適切に評価す る能力

が備わっていることが全 くない事項」 の 「評価」が,[図11]の 「予測」の意

味ではなく,[図11]の 「評価」 を意味 していれば,そ れは一監査人に,評 価

する能力が備わっているか どうかは,事 実の問題であるが一3-1の[図7]

から導かれる 「企業 リスク」の 「評価」を念頭に置いている,と 解釈できる18)。

3-2-2[図9]と[図10]の 評 価

同 様 に,[図9]と[図10]の 主 張 そ れ ぞ れ に見 られ る 「予 測 」 に つ い て も,

そ れ らが[図11]の 「予 測 」 に 該 当 す る の か,そ れ と も[図11]の 「評 価 」 に

該 当 す る の か に よ っ て,そ の記 述 自体 の 意 味 を理 解 で き るか ど うか が 決 ま っ て

く る。[図9]の 「予 測 」 を,[図11]の 「評 価 」 と捉 え る と,以 下 の こ とが 起

こ る。(1):ま ず,[図9]の 「監 査 人 の 限 定 は,事 実 上,予 測 に な る」 の 「予 測 」

が,[図11]の 「評 価 」 を 意 味 す る こ と に な り,何 らか の 事 象 の 発 生 可 能 性 を

評 価 し て行 わ れ る 「監 査 人 に よ る限 定 」 が,「 事 実 上,予 測(=評 価)に な る」

と文 章 が 続 き,記 述 に 「同 じ こ との 繰 り返 し」 が 起 こ り,記 述 が 意 味 不 明 に な

る。(2):ま た,[図9]の 「予 測 」 を,[図11]の 「評 価 」 と捉 え た 場 合,「 こ

の 種 の 正 確 な 予 測 を行 う こ とが で き な い」 の 「予 測 」 が,[図11]の 「評 価 」

を 意 味 す る こ と に な り,監 査 人 が 限 定 を付 す(subjecttoopinionを 表 明 す る)

際 に,何 か の事 象 の 発 生 可 能 性 の 評 価 を行 う に もか か わ らず,「 こ の種 の正 確

な 予 測(二 評 価)を 行 う こ とが で き な い」 と文 章 が 続 くの で,記 述 に矛 盾 が 生

18)も っ と も,[図8](1)の 「監査 人 が適切 に評価 す る能力 が備 わっ てい る こ とが全

くない 事項 」(※)の 「評 価」 を,[図11]の 「評価 」 と捉 える と,[図8](1)の

記述 全 体 の意 味が,理 解 困 難 にな る。 とい うの は,[1]:[図8](1)の 「監査

人 は,… 最 終 的 な帰 結 を予測 す る」 に見 られ る 「予測 」 は,[図11]の 「予 測」

の こ とに言及 し,[2]:上 記 ※の部分 は,[図11]の 「評価 」 の こ とに言及 す る

こ とにな り,[1]と[2]で 言 及対 象 が異 な っ てい るか らであ る。 言及 対 象が

異 なっ て よい理 由 は,AICPA(1978,23-30)で は示 され てい ない。
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じ る。 以 上 よ り,[図9]の 記 述 を 正 確 に理 解 す る に は,そ こで の 「予 測 」 は,

[図11]の 「評 価 」 で は な く,[図11]の 「予 測 」 と捉 え る 必 要 が あ る。

次 に,[図10]で あ る 。 も し,[図10]の 「将 来 の結 果 の 予 測 」 の 「予 測 」 を,

[図11]の 「評 価 」 と捉 え る と,何 か の事 象 の 発 生 可 能 性 を監 査 人 が 評 価 して

行 わ れ る 「「subjectto」 の 形 の 限 定 」 は,「 将 来 の 結 果 の 予 測(二 評 価)で は

な く」 と文 章 が つ な が る こ と に な り,記 述 に 矛 盾 が 生 じる 。[図10]の 記 述 を

正確 に理 解 す る に は,そ こ で の 「予 測 」 は,や は り[図11]の 「予 測 」 と捉 え

る 必 要 が あ る。

3-3企 業リスクの評価に監査人が関わらないとする主張の合理性

3-2の 検討結果で重要なことは,前 述の通 り,[図11]で 言 う 「予測」は,

[図7]か ら導いた 「企業 リスク」の 「評価」には該当 しない,と いう点であ

る。3-2の 分析 ・整理によって,「 企業 リスクの評価」の中身が,[図11]で

言う 「予測」との対比で,よ り明確になったわけである。

さて,3-2を 踏まえて,[図7コ の記述内容の合理性 を評価 してみよう。[図

7]で は,(1):「 会社が事業を行う際に直面するリスク(本 稿で言う 「企業リ

スク」)」の評価⇒財務諸表利用者の責任,(2):情 報 リスクの評価⇒監査人の責

任,と いう図式が描かれていたが,「企業 リスクの評価」が,[図11コ の 「予測」

ではなく,「その会社が将来に何 らかの影響 を被る可能性の評価」を意味する(即

ち,[図11コ の 「評価」 に該当する)の であれば,そ の行為は,以 下 に示すよ

うに,監 査人が 「情報 リスクの評価」を行 う際にも,問 題になるであろう。

確かに,AICPA(1978,23-30)は,タ イプAの 未確定事項のみを想定 して

いたので,監 査人は,タ イプAの 未確定事項の 「開示の十分性」を評価する,

即 ち,本 稿で言う 「情報 リスク」を評価する責任があるだけのようにも見える。

しか し,タ イプAの 未確定事項の 「開示の十分性」 を評価するに当たって,そ

もそ も問題になっている状況が,監 査上の除外事項が付されず,タ イプAの 未

確定事項 として成立するには,(1):経 営者が行った損失をもたらす事象の(低

くはない一定程度の)発 生可能性の評価 に監査人が同意 し,か つ,(2):損 失金
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額の見積 もりがで きない,と の経営者の判断に,監 査人が同意 している必要が

あるはずである19)。このような 「同意」がなされることによって,監 査人は,

経営者自らが直面 している状況の注記開示が十分であるかどうかを確かめるこ

と,即 ち,「 情 報 リス ク の評 価 」 が で きる は ず で あ る 。

19)こ こで の 「監査 人 に よっ て 同意 が な され る状 況」 は,経 営 者 が行 った 損 失 を も

た らす 事象 の発 生可 能性 の評価 や,損 失 金 額の見 積 も りがで きない との判 断が,

そ の状 況 にお い て適 合 してい る こ とが,監 査 人 の事 実 判 断 に よっ て確 か め られ

た こ とに よって達成 され るの で,そ の状 況 は,以 下 に示 す,AICPA(1975),4

項 の(b)の 「会 計原 則 が,そ の状 況 におい て適切 で あ る」こ とが確 か め られた状 況,

と解 釈 で きる。
「財 務 諸 表が

,一 般 に認 め られた 会計 原 則 に準 拠 して,事 業体 の財 政 状態,

経 営成績,そ して財政 状態 の変 動 を適正 に表示 して い る とい う監査 人 の意見 は,
…(b)会計 原 則 が

,そ の状 況 にお いて 適切 であ る …か ど うか につ い ての 監査 人 の

判 断 に基 づ くべ きで あ る。」(傍 線筆 者)

このAICPA(1975),4項(b)で 参 照 さ れて い るAICPA(1975),9項 につ い

て は,当 時(1974年 か ら1975年 まで)の 監査 基 準 執 行委 員 会 の メ ンバ ー で あ る

Konkel氏 とSolomon氏 か ら,次 の ような批 判([2])が な され て い るが,そ の

前 にAICPA(1975),9項 の規 定 を紹 介 して お こ う([1])。 な お,本 文 で 問題

に して い る偶 発 事 象 に 直 面 した 場 合 の 会 計 処 理 の 問 題 は,以 下 の[1]及 び

[2]で 問題になっている 「代替的な会計原則の中からの選択」の問題と捉え

られ る。FASB(1975)と 日本 の制 度上 の 「偶肇 事象 」 の定義 及 び会 計処 理 につ

い て は,前 者 は坂 柳(2005a,168-169)と 坂 柳(1999,125-126)を,後 者 は坂

柳(2006a,142-145)を 参 照 頂 きたい 。

[1]:「 代 替 的 な会 計 原則 の中 か ら, 1つ の会計原則が選択されるべき状況

を特定することは,会 計原則を確立する権威を持っている主体の職務で

ある。代替的な会計原則の中から選択するための規準が,会 計方法と状

況 を関 係 づ け る ため に確 立 され なか った ら,監 査 人 は,お そ ら く1つ よ

り多 い会計 原則 が,そ の環境 にお い て適切 で あ る と結論 づ ける であ ろ う。
…」(傍 線 筆者)

[2]:「Konkel氏 とSolomon氏 は,9項 に も反対 して い る。Konkel氏 は,

9項 は,代 替 的 な会 計 原 則 の 中か らの選 択 にお い て,大 い に必 要 とされ

る明 自な 指針 を与 え な い ま ま,適 正性 の基 準 を課 そ う と してい る,と 信

じて い る。Solomon氏 は,9項 は,一 般 に認 め られ た会 計原 則 か ら独 立

した 適正性 の基 準 を課 してい る,と 信 じてい る。 …」(傍線 筆者)

この[2]のKonkel氏 とSolomon氏 の批 判 であ るが,Konkel氏 は,[1]で

示 したAICPA(1975),9項 につ いて,「 代 替 的 な会 計 原則 の 中か らの選択 にお

い て,… 明 白 な指 針 を与 え ない」 と指摘 して い るが,特 に本文 で問 題 に な って

い る偶発 事 象 の監 査 に関 して は,「 経 営者 に よる損 失 を もた らす事象 の発 生可 能

性 の評価 や 金 額が 見積 もれ ない との判 断(※)」 につい て は,そ れ らが 状 況 に適



未確定事項に直面した監査人の対応 ヱヱ3

そうだとすれば,重 要な損失 をもたらす事象の発生可能性が,[図7]か ら

導 き出 した 「企業 リス ク」 の中 に入 る ことを踏 まえた上での こ とであ る

が,AICPA(1978,23-30)が 想定するタイプAの 未確定事項に監査人が直面

した場合でも,監 査人は 「企業 リスクの評価」を行わない,と いうことにはな

らないことがわかる。む しろ,タ イプAの 未確定事項 に直面 した場合の理論的

合 してい るか どうか を判 断 しよ うとす る上 で,監 査人 が参 照可 能 な 「明 白な指針 」

は,あ るはず が ない。財 務 諸表作 成 時点 で どの よ うな事 実 判断(状 況判 断)を 行

うか は,経 営者 に任 されて お り,ど の ような事 実判 断 を経営 者が 行 うべ きか を,「指

針 」 に よ って あ らか じめ特 定 す る こ とは不 可 能 だか らで あ る。従 って,Konkel

氏 が,も と もと指針 化 す るの が不 可 能 な経営 者 の事 実判 断 につ いて,「 明 白な指

針 が な い」 とい う形 で,AICPA(1975),9項 に対 して否定 的 な評価 を行 って い

るの だ と した ら,そ う した評価 は不 適切 で ある。 そ の ような指針 が な くて も,監

査 人 に よる事 実判 断 を,財 務諸 表が 一般 に認 め られ た会計 原則(GAAP)に 準拠

して い るか どうかの 判断 を行 う上 で考 慮 す る,と い うの が,AICPA(1975),4

項(b)の趣 旨で あ ろ う。

また,Solomon氏 は,[2]に お い て,[1]で 示 した9項 が 「一 般 に 認 め ら

れ た 会計 原 則 か ら独 立 した適 正性 の基準 を課 して い る」,と 認 識 してい る。 偶発

事 象 の監査 に関 して,こ の 認識 を踏 まえる と,前 段 落 ※に示 した経 営者 の評価 な

り判 断 は,財 務 諸 表がGAAPに 準 拠 してい るか ど うか の監 査対 象 にな るの だ ろ

うか,と い う問題が 生 じ得 る。Solomon氏 は,こ う した経営 者 に よる事実 判 断が,

監 査 対 象 に な ら ない と考 え て い る の だ ろ う か。 監査 対 象 に な ら な い の で あ れ

ば,FASB(1975)を 始 め とす る偶発 事象 につ いて の会 計基 準(会 計 原則)は,

会 計 上 の行 為 指 針 と して の存 在 意 義 が ない で あ ろ う。Solomon氏 が,偶 発 事 象

につ い ての 会計 基準 の必 要性 が あ る と考 えて い るの であ れ ば,「 経 営 者 の事 実判

断 の 状 況 適 合 性 を監 査 人 が 確 か め る」 とい う監 査 人 の 行 為 を,財 務 諸 表 の

GAAP準 拠 性 の監 査 の枠 組 み の 中 に,ど の よ うに取 り込 むの か,と い う点 に,

目を向 ける必 要が あ るで あろ う。

他方,Solomon氏 が,2つ 前 の段 落 の ※に ある よ うな経 営者 に よる事 実 判 断が,

監 査 対象 に な る と考 えて い るの で あれ ば,AICPA(1975),9項 につ いて,L

般 に認め られた会 計原 則か ら独 立 した適 正性 の基 準 を課 して い る」 と捉 える必要

性 や 意味 は,な いで あろ う。経 営者 に よ る事 実判 断が 監査 対象 になる と考 えて い

るの であ れ ば,正 にAICPA(1975),4項(b)か ら示 唆 され る ように,最 初 か ら,

経 営者 の 事実 判断 の状 況適 合性 を監 査 人が確 か め る,と い う形 の監 査 人 に よる事

実 判 断 も,財 務 諸 表がGAAPに 準 拠 して い るか ど うか を判 断す る上 で,考 慮す

れ ば よい か らで ある。

以 上 よ り,Konkel氏 とSolomon氏 の 主張 は,い ず れ もAICPA(1975),4項

(b)(9項)の 不合 理性 を論 証 で きてい る とは言 えず,そ れゆ え,両 者 の主張 を本

稿 で考 慮 す る必要 は ない こ とがわ か る。 両者 の主 張 は,や は り少数 説 とい うこ と

に なるで あ ろ う。
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な対 応 と して,ま た,2節 の[図4]に 見 られ たAICPA(1978)に よ

る,subjecttoopinionの 削除勧告 に従った場合の対応 として,経 営者の行 う

注記開示の十分性を確かめること,即 ち,「情報 リスクの評価」を行って,「 無

限定適正意見のみ」を選択する上で,監 査人にとっては,経 営者の行った重要

な損失をもたらす事象の発生可能性の評価に同意するという意味での 「企業リ

スクの評価」が,不 可欠になるはずである20)。[図7]で は,あ たかも財務諸

表利用者だけが 「会社が事業を行 う際に直面するリスクを評価」 し,監 査人は

企業 リスクの評価を行わず,情 報 リスクの評価のみを行 う旨の記述がなされて

いたが,そ れは不適切な記述であろう。

3-4Carmichael(1976)の 合 理 性

3-4-1Carmichael(1976)の 企 業 リス ク と情 報 リス ク及 び 想 定 す る 未

確 定 事 項

こ の よ う な,「 監 査 人 の 責 任:情 報 リス ク の 評 価,財 務 諸 表 利 用 者 の 責 任:

企 業 リス ク の 評 価 」 とい う 二 分 法 は,AICPA(1978,23-30)の 背 景 論 文 で あ

るCarmichael(1976)に も見 ら れ る 。そ こで は,次 の よ う に記 さ れ て い る([図

12](1)～(2))。[図12](1)の 「財 務 情 報 に信 懸 性 を 付 与 す る こ と」 と,「 事 業 を

行 う際 の リ ス ク 」 につ い て は,次 の よ う な記 述 が あ る([図12](3))。 他 方,3

-1の[図7]か ら導 い た 「情 報 リス ク」 は
,「 財 務 諸 表 上 で,十 分 な 開 示 が

な さ れ て い な い 可 能 性 」 で あ っ た が,「 十 分 な 開 示 が な さ れ て い な い」 そ の 原

因 と して,[図12](3)に あ る よ うな,「 情 報 を集 計,要 約 し,あ る い は 表 示 す る

過 程 に お け る誤 謬 」 を考 え る こ と は可 能 で あ る。 そ うす る と,本 稿 の 「情 報 リ

ス ク」 で は,脚 注15で 示 した 鳥 羽(1985,28-29)の 「情 報 危 険 」 で 言 及 さ れ

20)本 文で は,経 営者 と監査 人が タイプAの 未確 定事 項 に直 面 して い る場合 を考 えた

が,坂 柳(1999,124-128)が 主 張す る よう に,一 般 に は,経 営 者 に よる重 要 な

偶発 事象 につい ての 会計判 断(引 当金,注 記,注 記 な し)が,そ の状 況 に照 らし

て適 切 か ど うか を監査 人 が判 断す る必要 が あ る。 この場合 も,経 営 者 に よる,重

要 な損 失 を もた らす事象 の発 生可能性 の評価 の状 況適合 性の判 断 に,監 査 人が 関わ

る必要が あるので,本 稿 で言 う 「企 業 リス クの評価」に,監 査 人が関わ るこ とにな る。
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ている状況 と同様,[図12](3)の 「情報 リスク」で言及されている状況が想定

されていることになる。

一方 ,[図12](3)の 「企業 リスク」は,「不確実な経済において影響 を与える

力」としか書かれていないが,こ こでの 「影響 を与える力」については,[図12]

(1)の 「事業の成功」や 「事業 に失敗する機会がある」という記述,そ して,[図

12](3)の 「事業における成功」や 「事業活動に固有の不確実性」,そ して 「成

功の可能性」 という記述 を踏まえると,そ の会社 に対 して,将 来何かの事象が

影響 を与えることを指 して,forcesと いう言い方がなされている,と 推察 され

[図12]

(1):「 重大 な,あ るい は異常 な不確 実 性 につ いて の監査 人 の報告 義務 は,解 決か

らほ ど遠 い。 そ の答 え は,最 終 的 に は,独 立監査 人 の役 割 につ いて採用 され る

考 え方 に依 存 す る。監 査 人 の役 割 は,財 務 情 報 に信 懸性(credibility)を 付 与

す る こ とで あ る。 監査 人 は,事 業 を行 う際 の リス クを変化 させ る ことはで きな

い。 監査 され る事 業 の成功 を保 証す るこ と もで きない。 自由な事 業 シス テムの

1つ の重 要 な側面 は,あ らゆ る事業 に失敗 す る機 会 があ る とい う ことで ある。」

(Carmichael(1976,51)(傍 線 筆者))

(2):「 監査 人 め役割 は,財 務 情報 に信 慧性 を加 える こ とで あ る。情報 リス ク と企

業 リス クは,混 同 され るべ きで はない。 財務 情報 は,あ る会社 が事 業 を行 うも

(Predicting),そ してそ れ ゆ え,財 務 諸表 か らそ れ らの リス クを削 除 し よっ

とす るこ とは,監 査 人の基 本 的 な役 割 と整合 してい ない。」(Carmichae1(1976,

69)(傍 線 筆 者))

(3):「 有価 証券 へ の投 資 に伴 って,2つ の異 な る タイプの リス クが生 じる。情 報

リス ク(lnformationrisk)は,財 務 情 報 を生 産 し,流 通 す る こ とに関係 す る

リス クであ る。 それ は,同 じ事 業 の状 況が,情 報 を集計,要 約 し,あ る いは表

示す る過 程 にお け る誤 謬 のた め に,異 な って いる よ うに見 える可 能性 を表 して

い る。情 報 リス ク を削 減す るこ とが,監 査 人の仕 事 であ る。

は,不 確 実 な 経 済 にお い て 影 響 を与 え る力

(forces)を 表す 。事 業 にお け る成 功 のた め には,機 会 を得 る ことが必 要 とな

る。…成 功 の可 能性 に関 して,分 け前 を取 りたい投 資家 は,当 然事 業 活動 に固

有 の不確 実 性 に伴 う リス クを引 き受 ける。」(Carmichael(1976,51)(傍 線 筆

者))
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る 。 とい う こ と は,会 社 側 か ら見 れ ば,例 え ば,事 業 の 将 来 の 「成 功 」 や 「失

敗 」 に よっ て,「 将 来 何 らか の重 要 な 影 響 を被 る 可 能 性 が あ る こ と」 が,問 題

に な っ て い る と考 え られ る21)。

そ うだ と した ら,[図12](3)の 「企 業 リス ク」 に つ い て は,「 そ の 会 社 に対 し

て与 え る影 響 」 とい う意 味 合 い か ら,forcesと い う表 現 が 使 わ れ て い る と解 釈

で き る もの の,そ の会 社 が,そ の 時 点 に お い て,「 将 来 何 らか の 重 要 な 影 響 を

被 る可 能 性 が あ る」 とい う点 に注 目す れ ば,そ こで の 「企 業 リス ク」 は,結 局

の と こ ろ,3-1で 示 した 「企 業 リ ス ク」 の う ち の,[2]:「 そ の会 社 が 将

来 に何 らか の 影 響 を被 る 可 能 性(確 率)が あ る よ う な,そ の 時 点 で の 状 態 」 の

こ と を指 して い る,と 推 察 さ れ る 。 また,事 業 の 将 来 の 「成 功 」 や 「失 敗 」 と

い う事 態 か ら推 察 さ れ る,「 将 来 何 らか の 重 要 な影 響 を被 る可 能 性 が あ る」 と

い う点 に 注 目す る と,[図12](3)の 「企 業 リス ク」 は,本 稿 で示 した 「企 業 リ

ス ク」の う ち の[1]:「 そ の 会 社 が 将 来 に何 らか の 影 響 を被 る可 能性(確 率)」

(※)そ の もの を指 して い る,と の 解 釈 も成 立 す る。現 に,[図12](1)に は,「 事

業 を行 う際 の リス ク を変 化 させ る」 とい う形 で,※ を 指 して い る と推 察 さ れ る

記 述 もあ る。 そ うす る と,[図12](3)に 見 られ る 「企 業 リ ス ク」 に は,「 会 社 を

取 り巻 く環 境 が 会 社 に与 え る影 響 」とい う意 味合 い が あ る た め,[図12](3)の 「企

業 リス ク」 と本 稿 の 「企 業 リ ス ク」 は,内 容 が 異 な る よ う に見 え るが,視 点 を

会 社 側 に移 し,ま た,周 りの 記 述 も合 わせ て 考 え る と,本 稿 の 「企 業 リ ス ク 」

と[図12](3)の 「企 業 リス ク」 は,同 じ内容 を表 して い る と考 え られ,共 に 脚

注14で 示 した 鳥 羽(1985,26)に 見 られ る 「企 業 危 険」 を含 む こ と に な る 。

そ れ で は,Carmichael(1976)で 想 定 さ れ て い る 「未 確 定 事 項 」 は,タ イ

プAとBの ど ち らの 未 確 定 事 項 で あ ろ うか 。 同 じ くCarmichael(1976,51)

に は,次 の よ う に記 さ れ て い る([図13])。 こ の[図13]が,監 査 基 準 書 第2

号(AICPA(1974))に 言 及 し て い る こ と か ら,Carmichael(1976)で 想 定 さ

れ て い る 「未 確 定 事 項 」 も,AICPA(1978)と 同 様,タ イ プAの 未 確 定 事 項

21)坂 柳(1999,124)で は,こ の 点 を踏 ま え て,"forces"を 「影 響 」 と訳 し た 。
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である22)こ とがわかる23)。なお,[図13]の 「「…重要な不確実性があ り,…

無限定適正意見を表明するか,限 定意見を表明するかを考慮すべ きである。」」

との 記 述 は,AICPA(1974),24項 に見 られ る(坂 柳(2005a,167)を 参 照 。)。

[図13]

「財務諸表についての監査人による報告責任は,AICPAの 監査基準書で取 り

扱われている。監査基準書第2号 は,独立監査人に,次のように勧告している。「…

重要な不確実性があり,そ の結果が合理的に見積もれない場合,監 査人は…無限

定適正意見を表明するか,限 定意見を表明するかを考慮すべ きである。」…」

22)Carmichae1(1976)が タイプAの 未確 定事 項 に言 及 して いる点 に注 目す る と,[図

12](1)と(3)やCarrnichael(1976)に 出て くる 「不 確実 性」 は,坂 柳(2007,253)

に見 られ る,「 将 来 に起 こる事象 の結 果が 決 定 され てい な い(様 々な事 象 が将 来

に起 こ り得 る)状 態 」とい う意 味 での 「不確 実性 」に言及 して い る と考 え られ る。

23)Carmichael(1976,64)は,以 下 の ように記 してい る。

「事業 用 資産 は
,多 くの会 計期 間 に渡 って使 用 され,会 社 はその資 産 を近 い将

来 に処分 す る意 図 を持 ってい な い。そ の資 産 の適切 な簿価 の見積 も りが,そ の時

点 の状況 に依 存 す る と して も,そ の見積 も りの正 確 さは,そ の資 産が 売却 されな

い 限 り,あ る いは廃 棄 され ない 限 り,確 実 に は決定 で きない。 …

ある資産の適切な簿価を決定する際の別の問題は,現 金を将来に受け取ること

ができるように,大 抵の資産は,結 合して使用される,と いう点である。利益獲

得過程に対する個々の資産の貢献は,資 産が結合 して貢献する時には,個 々の資

産 ご とに は決定 で きな い。

あ る資 産 の適切 な簿価 を決 定す るの に関係 してい る,い くつか の要 因が あ るた

め に,監 査 人が行 う ことので きる貢献 に は,い くつ か の限界 が あ る。 監査 人 は,

そ の資産 が存 在 して い る こと,そ して それ が その会社 に よって所有 され てい る こ

とを決定 す る こ とはで きるが,そ の資 産 を使 用 す る ことか ら生 じるで あ ろ う将 来

の現金の受け取りを取 り巻 く不確実性は,適 切な簿価の評価を困難にする。」(傍

線筆者)

まず,1段 落目では,「事業用資産」について,会 社が 「その資産を近い将来

に処分する意図を持っていない」状況が想定されているが,上 記引用中の例で言

えば,実 際にその資産が売却されなくても,あ るいは廃棄されなくても,経 営者
の継続使用の意図がなくなり,売 却や廃棄が将来に見込まれる状況になれば,実

現可能価額としての見積もり数値は,資 産の回収可能価額としての意味を持ち,

その金額の合理性が監査されるはずである。そうであれば,実 現可能価額として
の見積もり数値による評価が元々適合しないような,「その資産を近い将来に処

分する意図を持っていない」状況を取 り上げて,「見積 もりの正確さ」が,売 却
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以 上 よ り,(1)Carmichael(1976)の 「情 報 リ ス ク」 で 言 及 さ れ て い る状

況 は,本 稿 の 「情 報 リス ク」 で想 定 さ れ,(2)Carmichael(1976)の 「企 業

リス ク 」 は,本 稿 の 「企 業 リス ク」 と同 じ内容 を表 して い る と考 え られ,そ し

て,(3):Carmichael(1976)で 想 定 され て い る 「未 確 定 事 項 」 は,「 タ イ プ

Aの 未 確 定 事 項 」 で あ る こ とが わ か っ た 。 とい う こ と は,AICPA(1978)に

対 して 行 っ た 本 稿 の 主 張 は,そ の ま ま,Carmichael(1976)に 対 し て も,行

え る こ と に な る。

3-4-2Carmichael(1976)の 記 述 及 び 監 査 人 の 役 割 論 の 合 理 性

Carmichael(1976)で 問 題 に な っ て い る の は,監 査 上 除外 事 項 が 付 さ れ る

状況ではな く,タ イプAの 未確定事項なので,経 営者が行った損失をもた らす

事象の一定程度の発生可能性の評価に監査入が同意し,損 失金額の見積 もりが

できない,と の経営者の判断にも監査人が同意 している必要がある。監査人は,

その同意があった上で,そ の状況についての経営者の注記開示が十分であるこ

とを確かめることができる。即 ち,開 示の十分性の評価 という意味の 「情報 リ

や廃棄以前には 「確実には決定できない」ことを問題にするのは,「その資産の

適切な簿価の見積もり」ができないという結論を,意 図的に導こうとする不適切

な議論 であろう。その資産が売却される,又 は廃棄されることが見込まれる状況

になっても,実 現可能価額としての見積もり数値を,経 営者は必ず決定できない

の であ ろ うか。 「必 ず 決定 で きない こ と」 を,Carmichael(1976,64)は 論 証 し

て い ない。 見積 も りがで きるか どうか は,「 そ の時 点 の状 況 に依 存す る」 ので,

筆 者 は,そ れ が で きる場合 とで きない場 合 の両方 を想 定 して い る。

同様 に,2段 落 目の 「利益 獲 得過 程 に対す る個 々 の資産 の貢 献 は,資 産 が結合

して 貢献 す る時 には,個 々の資 産 ご とに は決 定 で きない」 か どうか も,状 況 依存

的で あ る。 また,仮 に,3段 落 目にあ る よ うに,「 そ の資 産 を使 用 す る こ とか ら

生 じる であ ろ う将 来 の現 金 の受 け取 りを取 り巻 く不確 実性 」 に よって,「 適 切 な

簿価 の評価 」が困 難 にな る ことが監査 人 にあ っ た と して も,ど うして経営 者 に とっ

て も適切 な簿価 の評価 が 困難 にな る と言 えるの だ ろ うか。 この点 につ いて の論証

も,見 られ ない。

以 上 の よ う に,Carmichael(1976,64)の 上 記 引用 個所 の記 述 は,タ イプB

の未確 定事 項 を考 え 出す素材 も提 供 してい る と考 え られ るが,Carmichael(1976,

64)で は,タ イ プBの 未確 定事 項 は考慮 されて いな い。
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ス ク の 評 価 」 を行 う前 提 と して,経 営 者 に よ る 損 失 を もた らす 事 象 の 発 生 可 能

性 の 評価 に 同意 す る過 程 で,監 査 人 は 「企 業 リス ク の評 価 」 を行 っ て い る こ と

に な る。 そ う した 企 業 リス ク の 評 価 は,[図12](1)に 見 られ る 「財 務 情 報 に信

愚 性 を付 与 す る こ と」 や,[図12](3)に 見 ら れ る 「情 報 リス ク を削 減 す る こ と」

を行 う上 で,必 要 不 可 欠 で あ ろ う。 そ う だ とす れ ば,[図12](3)に 見 られ る よ

う に,「 情 報 リス ク を削 減 す る こ とが,監 査 人 の仕 事 」 とい う形 で,監 査 人 が,

企 業 リス クの 評 価 に 関与 しな い(関 与 す べ きで は な い)旨 を主 張 す る の は,不

適 切 で あ る。

ま た,AICPA(1978)(3-1の[図7])の よ う に,[図12](1)に は,「 監

査 人 は,事 業 を行 う際 の リス ク を変 化 させ る こ と は で きな い 。 監 査 され る事 業

の 成 功 を 保 証 す る こ と もで き ない 。」 との記 述 が 見 られ る。[図12](1)に あ る よ

う な 「事 業 を行 う際 の リス ク を変 化 させ る こ と」 や,「 監 査 さ れ る事 業 の 成 功

を保 証 す る こ と」 は,[図11]の 「予 測 」 に該 当 す る と考 え られ る の で,3-

3ま で の 議 論 で 見 た よ う に,そ れ らの 行 為 は,そ もそ も 「企 業 リ ス ク の 評 価 」

で は な い 。 も し,[図12]やCarmichael(1976)が,[図11]の 「予 測 」 を 「企

業 リ ス ク の 評 価 」 の 中 に含 め て 考 え,そ の よ うな 「予 測 」 が 正 確 に行 え な い こ

と を,「 企 業 リス ク の 評 価 が 行 え な い こ と」 と考 え,そ の こ とを[図14]に 見

られ るsubjecttoopinion削 除 論 の根 拠 に して い るの で あ れ ば,そ う した 議 論

は,不 適 切 で あ ろ う。 「企 業 リス ク の 評 価 」 は,[図11]の 「評 価 」 で あ り,「 予

測 」 で は な い か らで あ る24)。

ま た,[図12](2)に は,「 将 来 事 象 の 結 果 を予 測 す る こ と,そ して そ れ ゆ え,

24)[図12](3)の 表現 を使 う と,[図14]の 「情 報 リス ク を最 小化 す る こ と」 は,「 同

じ事 業 の状況 が,情 報 を集計,要 約 し,あ る いは表示 す る過程 にお ける誤 謬 のた

め に,異 なって い る ように見 える可能性 」 を最 も小 さ くことであ る。 その た めに

は,も ち ろ ん情報 リス クが 監査 人 に よ って評 価 され る必 要 が あ る。 対 して,「 企

業 リス クの評 価」 につ い て は,[図14コ の,(1):「 監査 人 は,企 業 リス クの何 か

の部 分 を 自 らに負 わせ る ような責任 を受 け入 れ るべ きで は ない」 との記述,そ し

て,(2):「 監 査人 の職 務 は,情 報 リス ク を最 小化 す る こ とで あ る。」との記述 よ り,

[図14]に は,「 企 業 リス クの評 価 は監 査 人 の職務 外」 との 思考 が あ る,と 推 察

され る。
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[図14]

「も し
,財 務 諸表 の 開示が 十分 で あ り,監 査 人 の 「subjectto」 の形 の 限定が,

何 も付 与 しないの であ れ ば,そ の限 定が利 用 で きる こ とに よって,監 査 入 は,投

資 家 に情報 を伝 達す るの に必 要 な全 ての 開示 を行 お う とす る まで には至 らず,そ

して,投 資 家 を不確 実性 の結 果 を評価 す る立場 に置 くか も しれ ない。 さ らに,監

査 人 が 「subjectto」 の形 の 限定 を付 す とい う事 実 は,「subjectto」 の形 の 限定

が な か った ら,そ の会社 には重 大 な不 確 実性 が全 くない こ とを意味 す る,と 思 う

よ うに,投 資家 を導 くか も しれ ない 。言 い換 えれ ば,投 資 の本 質 は,企 業 リス ク

を評価 し,そ の結果 につ い ての機 会 を手 に入 れ る ことであ るの に,投 資家 は,企

業 リス クを評価 して も らう ように,監 査 人 に頼 ろ うとす るか も しれ ない 。監査 人

は,企 業リスクの何かの部分を自らに負わせるような責任を受け入れるべきでは

ない。 監査 人 の職務 は,情 報 リス クを最小 化す るこ とであ る。監 査 人 に よる証明

は,不 確実性に関する開示の十分性の評価に関しては,自 由に行えるべきであ

亙・
…予測不能な将来の結果に依存する,異 常な事象,又 は頻繁には起こらない事

象が問題になる偶発事象と,そ の時点の経済状況に基づく資産価値の減損に関す

る疑義が問題になる偶発事象の間の区別が要求される。そのような偶発事象につ

い て,開 示 は,投 資 家 に情報 を伝 達 す るの に,お そ ら く十分 で あ る。 現在,不 確

実性 と呼 ばれ てい るそ の他 の事項 につい て は,監 査 人 は,開 示 の十分 性 を評価 し

… な けれ ばな らな い。 …

従 って,私 は,「subjectto」 の形 の限定 を付 す こ とを求 め る要 求 は,削 除 され

るべ きで あ る こ とを提 案す る。 「subjectto」 の形 の限 定 は,監 査 人 に とっ て,

適 切 な 責 務 で は な い 。 … 」(Carmichael(1976,69-70))(傍i線 筆 者)

財 務 諸表 か らそ れ らの リス ク を削 除 し よ う とす る こ と」とい う記 述 が 見 られ るが,

こ こで の 「予 測 」(※1)や,「 そ れ らの リス ク を削 除 し よ う とす る こ と」(※2)

は,[図11]の 「評価 」 で あ ろ うか。 それ と も,[図11]の 「予 測 」 で あ ろ うか。

も し,上 記 の ※1と ※2が,[図11]の 「予 測 」 の 意 味 で使 わ れ て い る の で

あ れ ば,[図11]の 「予 測 」 は,元 々 監 査 人 の責 任 とは 言 え な い の で,上 記 の

※1と ※2が,「 監 査 人 の 基 本 的 な役 割 と整 合 して い な い 」([図12](2))と い

う記 述 の 内 容 は 理 解 で きる が,「 基 本 的 な役 割 と整 合 して い な い 」,と 半 ば 当然

の こ と を主 張 す る こ とに,一 体 どの よ う な意 味 が あ る の だ ろ うか 。 上 記 ※1と
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※2が,[図11]の 「予 測 」 の 意 味 で使 わ れ て い る と して も,結 局,将 来 事 象

の発 生 可 能 性 の 評 価,即 ち,[図11]の 「評 価 」 は,監 査 入 が 行 う こ と に な る

の で,何 が 監 査 人 の役 割 か を考 え る上 で,上 記 ※1と ※2を,[図11]の 「予 測 」

の 意 味 で 捉 え る 意 義 が 乏 しい の で あ る。

他 方,2段 落 前 の ※1と ※2が,[図11]の 「評 価 」 の 意 味 で 使 わ れ て い る

な らば,「 企 業 リス ク の 評 価 」 の捉 え方 と して は正 しい の で,監 査 人 の役 割 を

考 え る上 で,記 述 上 問 題 に す る意 味 は あ るが,今 度 は,そ の 後 の[図12](2)の

「監 査 人 の 基 本 的 な 役 割 と整 合 して い な い 」 とい う記 述 の 内 容 が わ か ら ない
。

タ イ プAの 未 確 定 事 項 が 問 題 に な る状 況 で,重 要 な損 失 を もた らす 事 象 の 発 生

可 能 性 の 評 価(即 ち,企 業 リス ク の 評価)は,情 報 リ ス ク の 評 価 を行 う上 で の

前 提 とい う意 味 で,監 査 人 の 基 本 的 な役 割,即 ち,情 報 リス クの 評 価 と整 合 し

て い る よ う に見 え る か らで あ る。 読 者 の 方 々 は,ど う感 じた だ ろ う か 。

こ の よ う に,[図12](2)の 記 述 に は,3段 落 前 の ※1と ※2に つ い て,そ れ

ら を[図11]の 「予 測 」 と捉 え て も,[図11]の 「評 価 」 と捉 え て も,取 り上

げ る こ とそ れ 自体 の 意 味 が わ か ら な い,あ る い は,取 り上 げ る こ と に意 味 は あ っ

て も,記 述 内 容 に合 理 性 が な い と い う点 で,問 題 が あ る こ とが わ か る 。 読 者 を

混 乱 させ る よ う な記 述 は,避 け な け れ ば な ら な い 。

ま た,Carmichael(1976)は,AICPA(1978,23-30)と 同 様,[図14]に

見 ら れ る よ う に,subjecttoopinionの 削 除 勧 告 を行 っ て い る。Carmichae1

(1976)は,タ イ プAの 未 確 定 事 項 を念 頭 に 置 い て い た か ら,subjectto

opinionの 削 除 を勧 告 す るCarmichael(1976)は,理 論 的 に は 正 しい 勧 告 を行 っ

た こ とに な る25)。 こ の 点 は,2節 で 見 たAICPA(1978)の 場 合 と同 じで あ る 。

25)subjecttoopinionの 削 除 によっ て,[図14]の 「も し,財 務 諸 表の 開示 が十 分 …」

か ら,「 … 監 査 人 に 頼 ろ う とす る か も し れ な い。」 ま で の 記 述 に 見 ら れ

る,subjecttoopinionを 削 除 しない こ とに よる,Carmichael(1976)が 考 え る

弊 害 は な くなる。 しか し,理 論 的 に考 えて,タ イプAの 未確 定 事項 に直 面 した監

査 人 の 対応 が決 ま るの で あれ ば,[図14コ に見 られ る よ うな,「subjecttoopin-

ionを 削 除 しな い場合 の弊 害」 に言 及 す る必要 は,最 初 か らない はず で あ る。脚

注6も 参 照。
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しか し,タ イ プBの 未 確 定 事 項 は,AICPA(1978,23-30)と 同様,Car-

michael(1976)で も想 定 さ れ て い な い 。 タ イ プAとBの 未 確 定 事 項 を 区 別 し

な い ま ま,一 律 にsubjecttoopinionの 削 除勧 告 を行 うの は,不 適 切 で あ ろ

う26)。

26)Carmichael(1976)に 対 して,Brasseaux(1976)は,次 の よ う に主 張 して い る 。

(1):「 … 監 査 人 は,「subjectto」,そ し て 時 に は 「disclaimer」 を,読 者 に 対 す

る警 告(signals)と して用 い る こ とに よっ て,会 計 基 準 にお け るい くつ か の

欠 陥 を埋 め合 わせ る義務 が あ る と感 じて きた。 そ の よ うに して,何 年 か の 間,

財 務諸 表 が,そ の リズ クが あ る状 況 を十分 に伝 達 して い ない と感 じられ た時 は

いつで も,あ るいは,追 加 的 な強調 の必要(及 び(又 は)期 待)が ある と感 じら

れた時はいつ で も,監 査人 は,こ れ らの警告 を用 いて きた。」(Brasseaux(1976,

75))(傍 線 筆者)

(2):「 継続 して 「subjectto」の形 の 意見 が用 い られ て きた とい う問 題 の根 底 に は,

異 常 な不確 実性 及 び(又 は)深 刻 な財 政上 の 困難 に直面 してい る企業 と関係 し

てい る時 の監査 人 の役割(又 は考 え られ てい る役割)が あ る。多 くの人(職 業

専 門家 を含 む場 合 も,含 まない場 合 も)は,… も し深刻 な,あ るい は潜在 的 に

深 刻 な財政 上 の帰結 が,監 査対 象 企業 に迫 っ てい るな らば,監 査 人 は,「 前 もっ

て」,何か の適切 な警 告 を公表 した方が よい と感 じてい る。」(Brasseaux(1976,

75-76))(傍 線筆 者)

この(1)と(2)の主 張 は,subjecttoopinion(又 はdisclaimer)が 果 たす 「警告 」

の 機 能 に 注 目 し て な さ れ た,subjecttoopinion削 除 論 を 展 開 す るCar-

michae1(1976)に 対 す る カウ ンター コメ ン トで あ る。 しか し,こ れ らの コ メ ン

トは,Carmichae1(1976)に 対 して有効 で あろ うか。

まず,(1)の 記 述 は,要 約す る と,「subjecttoopinion(又 はdisclaimer)を,

警告 とい う形 で必 要 と感 じた監査 人 は,subjecttoopinion(又 はdisclaimer)を

用 いて きた。」 と主張 してい るだ けで ある。 また,(2)の 記 述 は,要 約す る と,「多

くの人 は,あ る状 況 に企 業 が直 面 して いた ら,(subjecttoopinionの よ うな)適

切 な警 告 を公 表 した 方が よい と感 じて い る。」 と主 張 してい る だけ で あ る。(1)と

(2)は,監 査 人や多 くの人 が警告 の 必要性 を感 じてい るか どうか を根 拠 に して いる

とい う点で,一 般 的 な議論 で はな い。 一般 には,(1)と(2)に あ る よ うなsubjectto

opinion(又 はdisclaimer)に よ る警告 の 必要 性 を 「感 じな い」監 査 人 や,多 く

の 人 も,想 定 で きて しま うの で ある(同 様 の議論 は,坂 柳(2006c,98-99)で も

展 開 されて い る。)。警 告 の必 要性 を感 じない監査 人 や,多 くの人 は,財 務 諸表 の

注記 に,経 営 者 が直 面 してい る状 況 を開示 させ,監 査 人 がそ の 開示 の 十分性 を確

か めれ ば,そ の 開示 が利 害関係 者 に対 して 警告 を与 え る,と 考 えるで あ ろ う。

他 方,(1)に あ る よ うに,「 会計 基準 にお け る欠 陥」 が あ るな ら,そ の 会計 基準

の 欠陥 をな くす よ う に会 計基 準 を改 訂 す る とい う議論 はで きて も,「 会 計基 準 に

欠 陥 が あ るか ら,subjecttoopinion(又 は意見 差 控)を 監査 人が 選 択す る こ と

にな る。」 とは言 えな いで あ ろ う(同 様 の議 論 は,坂 柳(2006a,158-167)で も
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4.AlCPA(1978)及 び その関連文献 に言及 している文献の評価

2節 では,タ イプAとBの 未確定事項が識別されているか どうか,と いう観

点か ら,AICPA(1978)を 評価 した。AICPA(1978)で は,タ イプAの 未確

定事項 しか想 定されてお らず,タ イプBの 未確定事項 を想定 しない まま,

subjecttoopinionの 削除勧告がなされていた。

他方,3節 では,「企業リスクの評価」 と 「情報 リス クの評価」の2つ を区

分 した後,監 査人が関わるのは 「情報 リスクの評価」のみである旨の主張は合

理的か,と い う観点か ら,AICPA(1978)及 びその背景論文 となったCar-

michae1(1976)を 評価 した。両文献 とも,タ イプAの 未確定事項を想定 して

いる以上,経 営者による重要な損失をもたらす事象の,一 定程度の発生可能性

の評価 に,監 査人は同意しているはずである。 ということは,タ イプAの 未確

定事項についての開示の十分性 を確かめる,即 ち,「情報 リスクの評価」 を行

うに当たって,監 査人は,[図11]の 「予測」ではなく,「評価」に該当する 「企

業 リスクの評価」の中に入 るところの,「重要な損失をもたらす事象の発生可

能性の評価」を行うことになる。よって,AICPA(1978)やCarmichael(1976)

に見 られる,監 査人が関わるのは,「情報 リスクの評価」のみである旨の主張は,

不適切であることがわかった。

展 開 され てい る。)。監査 人 の対 応 を決め る論理 体系 を構 築 す る上 では,欠 陥が あ

る とは考 え られ ない会 計基準 を想定 す るか,何 らか の意味 で欠 陥が あ る とされ る

会 計基 準 が仮 にあ った と して も,そ れ は,監 査 人 が動 かせ な い与件 とす る必 要が

あ る。

また,上 記(1)に見 られ る 「そ の リス クが あ る状 況 」,あ る いは上 記(2)に見 られ

る 「異 常 な不確 実性 及 び(又 は)深 刻 な財政 上の 困難 」 は,そ もそ もタイ プAの

未確 定 事項 で あ ろ うか 。 それ とも,タ イプBの 未確 定 事項 で あろ うか。 根拠 は と

もか く,タ イ プBの 未確 定事 項 を想 定 してい る な ら,Brasseaux(1976)の 主張

の結論 は,理 論 的に は正 しいが,タ イ プAの 未確 定事 項 を想定 してい る な ら,そ

の主張 の結 論 は,誤 りで あ る。

こ こまで の分析 を踏 まえ る と,Brasseaux(1976)の(1)と(2)の コメ ン トは,脆

弱 で あ り,そ の意 味 でsubjecttoopinion削 除論 を展 開す るCarmichae1(1976)

に対 して は,有 効 で はな い こ とが わか る。
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さて,本 稿 の3節 までの議論 は,AICPA(1978)及 びその関連文献に言及

している他の文献の議論 と,ど こが違 うのだろうか。本稿の議論の特徴及び貢

献を明らかにする上で,こ れらの文献 と本稿の議論の相違 を指摘する必要があ

る。そこで以下では,AICPA(1978)及 びその関連文献 に言及 している文献

を取 り上げ,そ の評価を行いたい。

4-1鳥 羽(1985)に ついて

まず,鳥 羽(1985,38)に は,次 のように記 されている([図15](1))。[図15]

(1)の主張を正確に理解するには,そ こで使われている用語を正確に理解する必

要がある。 まず,「 証明」 と 「未確定事項」については,鳥 羽(1985,35)と

鳥羽(1985,37)に,そ れぞれ説明がある([図15](2)～(3))。

まず,「証明」については,[図15](2)を 踏まえると,「財務諸表(の 項目)が,

一般に認められた会計原則に準拠 して
,企 業の経済活動を忠実に,か つ,十 分

に表現 しているかどうかについて,監 査人が判断すること」 と捉えてよいであ

ろう。そ して,「 未確定事項」 は,[図15](3)で は,「財務諸表 に影響 を及ぼす

可能性のある経済的事象や現象で,貸 借対照表 日あるいは監査報告書 日におい

て,そ れがもたらす会計的効果を合理的に見積ることのできない もの」 とされ

ている。

一方 ,[図15](3)の 「財務諸表」であるが,[図15](3)の 記述は,解 釈上,「経

済的事象や現象」の結果が,「 将来の財務諸表」 に 「影響を及 ぼす」 ことに言

及 しているとも考 えられるが,そ の場合でも,[図15](3)は,そ の 「将来の財

務諸表」 に及ぼす影響が,「 当期の財務諸表」上で,ど のように取 り扱われる

のかを問題にしている記述だと理解できる。

他方,[図15](3)に 見 られる 「貸借対照表 日」 と 「監査報告書日」であるが,

時間的には,「監査報告書 日」の方が 「貸借対照表 日」 よりも後なので,貸 借

対照表 日段階での経営者の判断がどうであれ,監 査報告書 日時点において,監

査対象になる財務諸表上で,経 営者が,「 経済的事象や現象」の影響 を合理的

に見積 もっているかどうかが,ま ず問題になる。
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[図15]

(1):「 しか しなが ら,現 実 に行 われ てい る監査 報告 実務 は,こ こに述 べ た証 明の

枠 組 に矛盾 した もの にな って いる。 す なわ ち,財 務 諸 表 に開示 された偶発 債務

の履行 が現 実 に求 め られ た場合 に,そ れに よ って企業 の財 政状 態が 一変 し,最

悪 の場 合 に は当該 企業 の存続 に さえ影響 しか ね ない ほ どの重要 性 を もった偶発

事 象 につ いて は,上 記 の論理 にかか わ らず,条 件 付 き意 見(subjecttoopinion)

も し くは意 見 の差 控(disclaimerofopinion)が な され る。 と くに,後 者 の場

合 には,証 明不 能 とい う結 論 を監査 人が 下 した こ とにな る。

未確 定事 項 が存 在 して い る場 合 に,そ れ を監査 意見 の表 明 に関係 づ け る現 行一
の監査報告実務は,監 査の目的である情報危険の評定を超えて,企 業危険の評

定を監査人に求めるものである。コーエン委員会がこの監査報告実務を取上

げ,そ れを証明のもとでの監査意見の表明方式としては矛盾していることを指

摘 してい る こ とは当然 で あろ う。未確 定 事項 の 問題 は,証 明 の枠組 で の一つ の

矛 盾 を示 す例 と して考 え て よいで あろ う。」(鳥 羽(1985,38))(傍 …線筆 者)

(2):「 監 査 人 の評定 活動 の結 果 は,意 見 とい う形 で監査 報告 書 に記載 され,利 害

関係者 に伝 達 され る。 この監 査行 為 を,一 般 に,証 明(attestation)と よんで

い る。証 明の 一つ の形 態 は,財 務諸 表が 一般 に認 め られ た会計 原則 に準 拠 して

企 業 の 経 済活 動 を忠 実 に,か つ,十 分 に表 現 して い る こ とを認 め る もの であ

り,適 正 意見 が表 明 され る。 …

証 明の もう一つ の形 態 は,財 務諸 表 は一般 に認 め られ た会計 原則 に違 反 し,

企 業 の経 済活 動 を忠実 に,か つ,十 分 に表現 してい ない こ とを認 め る もの であ

り,不 適正 意 見が 表 明 され る。 …」(鳥 羽(1985,35))(傍i線 筆 者)

(3):「 未確 定事 項(uncertainties)と は,財 務諸 表 に影響 を及 ぼす可 能性 の あ る

経済的事象や現象で,貸 借対照表日あるいは監査報告書日において,そ れがも

た らす 会 計 的効 果 を合 理 的 に見積 る こ との で きない もの で あ る。 …」(鳥 羽

(1985,37))(傍 線筆 者)

[1]:経 営者が,「 経済的事象や現象」の影響を見積 もれないまま監査報

告書 日を迎えた場合 に,監 査人が,問 題になっている状況は 「合理的な見積 も

りが可能な状況である」 との判断を下す場合 もあ り得るが,こ の状況では,そ

の見積 もり数値が金額的に重要な場合に,「見積 もりができない」とする経営

者の判断が,監 査上 「除外事項」 になる(坂 柳(2005b,261)の[図8]の

パターンIVを参照)が,[図15](3)は,除 外事項には言及 していない。[2]:
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もちろん,「経済的事象や現象」の結果の合理的な見積 もりができない,と の

経営者の判断に,監 査人が同意する状況も考えられる。 この状況は,タ イプA

の未確定事項である。

他方,経 営者が 「経済的事象や現象」の影響を合理的に見積 もり,見 積 もっ

た結果を財務諸表に反映させた状態で,監 査報告書 日を迎えた場合,[1]:

監査人が経営者の判断に同意している状況は考えられるが,こ の状況は,[図15]

(3)に見 られ る,「経済的事象や現象…が もた らす会計的効果 を合理的に見積る

ことので きない」状況ではない。経営者の判断に同意することも含めて,「合

理的に見積 ることのできない」と判断している主体が,経 営者で も監査人で も

ないか らである。また,[2]:経 営者が見積 もった数値に対 して,問 題になっ

ている状況は,「 合理的な見積 もりはできない状況である」 と認識 して,監 査

人が,「 経済的事象や現象…がもたらす会計的効果を合理的に見積 ることので

きない」 と判断する場合 もあ り得る。 しか し,こ の状況では,経 営者の見積 も

り数値が金額的に重要な場合 には,そ れが,監 査上 「除外事項」になる(坂 柳

(2005b,260)の[図8]の パ ター ン皿を参照)の で,こ の状況 も,「未確定

事項」 として[図15](3)が 想定している状況ではない。

以上をまとめると,鳥 羽(1985,37)が 想定 している 「未確定事項」(「除外

事項」ではなく)は,一(1):「 経営者」 と 「監査人」 という登場主体が明示

されてお らず,(2):「 貸借対照表 日」 と 「監査報告書日」 という,2つ の要素

があって,理 解が難 しいが一 「タイプAの 未確定事項」であることがわかる。

さて,[図15](1)に 戻 ろう。[図15](1)の 「現実に行われている監査報告実務」

であるが,[図15](1)に,「 コーエン委員会がこの監査報告実務 を取上げ」とい

う記述が見 られ,鳥 羽(1985,44)の 脚注15([図15](1)の2段 落 目の 「…当

然であろう。」の後に付 されている)で は,AICPA(1978)の25頁 と30頁 が参

照 され て い る こ とを踏 まえ る と,そ の[図15](1)の 「監 査 報告 実 務」

は,AICPA(1974)(監 査基準書第2号)の もとでの監査報告実務であること

がわかる。

次に,[図15](1)に 見 られる 「証明の枠組」であるが,そ の中身は,鳥 羽(1985,
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37-38)を 見ればよい([図16])。[図15](2)も 踏 まえて,要 点をまとめると,「偶

発事象」 についての 「証明の枠組」 とは,「偶発事象 についての経営者の会計

上の対応が,一 般に認められた会計原則に準拠 して,企 業の経済活動 を忠実に,

かつ,十 分に表現しているか どうかという観点か ら決定 される,監 査人の対応

についての論理的な体系」 とい うことになるであろう。

最後に,[図15](ユ)の 「情報危険」 と 「企業危険」であるが,そ れ らについ

ては,本 稿の脚注14と15を 参照頂 きたい。「情報危険」を生 じさせ る原因は,

本稿の 「情報 リスク」でも想定されていると考えることができるし(脚 注15),

「企業危険」が ,本 稿の 「企業 リスク」 に含まれることは,脚 注14で 示 した通

りである。

ここまで来ると,[図15](1)の 言っていることが理解で きる。[図15](1)で 想

定されているタイプAの 未確定事項に直面 した監査人の対応 は,「証明の枠組」

に従 うと,[図16]の 「開示の問題」 についての記述に示されているようなも

のになるはずのところ,「現実に行われている監査報告実務」(AICPA(1974))

[図16]

「…もちろん,す べての偶発事象が直ちに監査報告書上の未確定事項 として処

理されるのではなく,(1)かかる事象の発生する可能性が高いこと,(2)発生原因が

当期に帰属していること,お よび(3)合理的な金額の見積が可能であることの三条

件が満たされる場合には,ま ず発生主義(引 当金)を 通じて,当 期の財務諸表に

反映されることになる。三条件を満たす偶発事象については,会 計表現の忠実性

を確保するために引当金の計上が強制され,も しかかる処理が行われない場合,

あるいは,か かる処理が不十分である場合には,表 現の忠実性が歪められたとし

て監査意見の対象とされる。すなわち,三 条件を満した偶発事象は,表 現の忠実

の うち(1)も し くは(3)が満 た され ない場合 には,… 開示 の 問題 と して取扱 わ れ る こ

とにな る。す な わ ち,か か る偶 発事 象 が財務 諸 表 に開示 され てい ない場 合 に は,
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の も とで は,そ の 「証 明 の枠 組 」 に よ っ て提 供 され る論 理 が 貫 徹 せ ず,[図15]

(1)にあ る よ う な 「条 件 付 き意 見 」 や 「意 見 の差 控 」 が,監 査 人 の 対 応 と し て選

択 さ れ る こ と を,[図15](1)の1つ 目の 段 落 は,主 張 して い る こ とが わ か る 。

他 方,[図15](1)の2つ 目 の段 落 は,「 未 確 定 事 項 が 存 在 して い る場 合 に,そ

れ を監 査 意 見 の 表 明 に 関係 づ け る現 行 の 監 査 報 告 実 務 は,監 査 の 目的 で あ る情

報 危 険 の 評 定 を超 え て,企 業 危 険 の 評 定 を 監 査 人 に求 め る もの で あ る 。」 と述

べ て い る 。 こ の 主 張 に見 られ る よ う な,「 情 報 危 険 」 の評 定 と,「 企 業 危 険 」 の

評 定 を分 け る 考 え 方 は,3節 で 見 たAICPA(1978)等 と 同様 で あ る。 実 際,

先 述 の通 り,[図15](1)は,「 コー エ ン委 員 会 が この 監 査 報 告 実 務 を取 上 げ … 」

と い う形 で,AICPA(1978)に 言 及 して い る し,鳥 羽(1985,44)の 脚 注15

で は,AICPA(1978)の25頁 と30頁 が 参 照 さ れ て い る。

以 上 よ り,鳥 羽(1985)に 対 して は,次 の2つ の こ とが 主 張 で きる 。(1):鳥

羽(1985)は,AICPA(1978)が,タ イ プBの 未 確 定 事 項 に言 及 して い な い

こ とを 指 摘 して い な い 。(2):鳥 羽(1985)は,AICPA(1978)が,「 情 報 リス

クの 評 価 」 を行 う上 で,監 査 人 が 関 わ る こ と に な る 「企 業 リス ク の評 価 」([図

11]の 「評 価 」 に該 当 す る)と,「 企 業 リス ク の 評 価 」 に は入 らな い[図11]

の 「予 測 」 の 違 い を明 確 に示 し て い な い こ とを指 摘 し て い な い 。

他 方,本 稿 で は,AICPA(1978)が,タ イ プBの 未 確 定 事 項 に 言 及 して い

な い こ と を指 摘 し た し,同 じ くAICPA(1978)が,「 情 報 リス ク の 評 価 」 を

行 う上で,監 査人が関わることになる 「企業 リスクの評価」 と,「企業 リスク

の評価」 には入 らない[図11]の 「予測」の違いを明確に示 していないことを

指摘 した。以上の点が,本 稿の議論 と鳥羽(1985)の 議論 との違いである。

4-2千 代 田(1989),永 見(2006),林(2005),檜 田(1991)に つ い て

次 に,千 代 田(1989)を 検 討 す る。 千 代 田(1989,38)は,そ の 脚 注4で,

AICPA(1978)の25頁 か ら30頁 を参 照 して い る こ と を示 し,千 代 田(1989,32-33)

で,次 の よ う に述 べ て い る([図17])。

なお,以 下 の議 論 にお い て,予 め各 文 献 を評 価 す る た め の チ ェ ック ポ イ ン ト
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を示 しておいた方が,読 者にとって有益であろう。[図18]を 参照。

さ て,[図17]で は,「 ビ ジ ネ ス ・リス ク」 とい う言 葉 は 出 て くる もの の,千

代 田(1989)に つ い て は,4-1で 見 た 鳥 羽(1985)と 同 様,参 照 し て い る

AICPA(1978)に 関 して,[図18]の ① も② も 当 て は ま ら な い27)。 な お,千

代 田(1989,33-34)は,[図17]に 続 け てAICPA(1978)を 要 約 して い る が,

そ こ で の 記 述 につ い て も,[図18]の ① も② も当 て は ま ら ない 。 他 に,[図18]

の ① も② も当 て は ま ら な い 文 献 と して,永 見(2006)([図19](1)～(3))28),林

[図17]

「…"subjectto"オ ピニ オ ンについ て は
,次 の よ うな批 判 があ っ た。

(1)「… … を条 件 に」 とい う監査 意 見 は,重 要 な未確 定事 項が存 在 してい る こと を

客観 的 な立場 にあ る監 査 人が保 証 して い る ことなの で,限 定事 項 が ない無 限定 意

見 は,会 社 は財 政状態 や経 営成 績 に重 要 な影響 を与 え る ビジネス ・リス クに直 面

してい ない とい うこ とを財 務諸 表利 用 者 に信 じさせ て しまう危 険性 が あ る。 しか

し,す べ て の会社 は,イ ンフ レ,不 況,金 融引締 め,戦 争,訴 訟,政 府 に よる規

制,大 口の得 意先 の倒 産等 の ビジネス ・リス クに常 に直 面 してい る。無 限 定意 見

ないにもかかわらず,あ る未確定事項に限定意見を表明する実務は,未 確定事項

とビジネス ・リスクを混同させ誤った考えを助長してしまう。」(傍線筆者)

27)「 未確 定事 項 」 につ いて,千 代 田(1989,25)で は,次 の ように記 されて い る。

「未確 定事 項(uncertainties)と は
,当 該事 業年 度 の財務 諸 表 に影響 を及 ぼ す

可能性のある事象で,貸 借対照表日あるいは監査報告書作成日において,そ れら

のもたらす影響を決定することができないものである。…」(傍線筆者)
こ こでの 「決 定 す る」 の意 味 であ るが,「 当該 事業 年 度 の財務 諸 表 に影 響 を及

ぼす可 能性 のあ る事 象 」 とい う表現 か ら見 て,こ こで の 「決定 す る」 とは,確 定

した事 象 の影響 では な く,何 か 将来 に起 こる事象 の影 響 を,当 該事 業年 度 の財務

諸 表 に反 映 させ よ うとす る際 に,そ の影響 を 「見積 もる」 ことだ と考 え られ る。

そ うす る と,こ の千代 田(1989,25)の 「未確 定事 項 」 は,4-1の[図15](3)

で示 した鳥羽(1985,37)の 「未確 定事 項」 と同様 の 内容 を示 してい る ことが わ

か る。 つ ま り,千 代 田(1989)は,AICPA(1978)や 鳥羽(1985)と 同様,タ

イ プAの 未確 定事項 を想定 してい る こ とになる。

28)以 下 に見 られ る永 見(1998,53)の 記述 につ い て も,永 見(1998,54)に 見 られ
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[図18]

①:そ の文献(例 えば,鳥 羽(1985))が 参 照 して い る文 献(例 え ば,AICPA(1978))

が,タ イプBの 未確 定事 項 に言 及 してい な い こと を指摘 してい る。

②:そ の文献(例 えば,鳥 羽(1985))が 参 照 して いる文 献(例 え ば,AICPA(1978))

が,「 情報 リス ク の評価 」 を行 う上 で,監 査 人が 関 わ る こ とに なる 「企業 リス

クの 評価 」 と,「 企 業 リス ク の評価 」 には入 らな い[図11]の 「予 測」 の違 い

を明確 に示 してい ない こ とを指摘 してい る。

[図19]

(!):「1970年 代 に入 って,条 件 付 意見 に対 す る さま ざまな批 判が提 起 され始 めた。

そ の最 も強 力 な批 判 を展 開 した のは カー マイ ケル であ った。 彼 は,…1976年 に

公 表 した論 文(本 稿 のCarmichae1(1976)の こ と

3よ り)一 筆 者 注)に お い て,

(永見(2006,71)の 脚 注

…監 査 人 の役 割 は 「情 報 リス ク」 に責 任 を負

うこ とであ る のに,条 件付 意 見 は監査 人 に 「ビ ジネス ・リス ク」 にまで責 任 を

負 わせ て しまう こと,そ して財務 諸表 の注 記 にお いて十 分 な開示 が行 わ れて い

れ ば,条 件 付 意 見 は必 要 と され な い こ と な どを指 摘 した。 こ れ を 受 け て,

AICPAの 「監 査 人 の責 任 委 員 会」(コ ー エ ン委 員 会)は,1978年,最 終 報 告

書 にお いて,未 確 定事 項 に対 す る現 在 の監査 報告 要件 は,監 査 人 の役 割 と矛盾

す る もので あ り,ま た財務 諸 表利用 者 を混 乱 させ,そ して誤 っ た期 待 を生 み 出

してい るか もしれ ない,と して条件 付 意見 を廃止 すべ きで ある とす る強力 な勧

告 を行 った。」(永 見(2006,61))(傍 …線 筆 者)

る 〈会 計士 サ イ ド〉 及 び 〈利用 者 サ イ ド〉 の記述 につ いて も,[図18]の ① も②

も当 ては ま らない。
「1970年代 に入 って ,監 査 報告 書 に未確 定事 項 を原 因 とす る条 件付 意見 を表 明

す る こ とに対 して,さ ま ざまな観 点か ら問題が提 起 され は じめ た。 そ して1978年

に コーエ ン委員 会 の最終 報告 書 が提 出 され,"subjectto"と い う表現 を廃 止す べ

きで ある,と す る強 力 な勧 告 が提 示 され た。

監査報告書における条件付意見の表明に関するさまざまな問題は,会 計士サイ

ドと利用者サイドの二面で捉えられるであろう。…

〈会計士サイ ド〉
●会計士の責任に関する問題

情報リスクに責任を負うべき会計士が,企 業リスクにまで責任を負ってしま

うの で はな いか。」(傍 線筆 者)
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(2):「 … と くに コーエ ン委 員会 は,未 確 定事 項 の結果 を合 理 的 に見積 もる こ とが

不可 能 で あ り,か つ,当 該未確 定 事項 を取 り巻 く状 況が 適切 に開示 され てい る

限 り,そ の財 務 諸表 に は欠陥 が ある とは いえ ない,と して条件 付 意見 の削 除 を

強力 に勧 告 して い る。」(永 見(2006,64))(傍 線筆 者)

(3):「 … コーエ ン委 員 会 は,「 条件 付 意見 は財 務 諸 表 の読者 に十分 に理 解 され て

お らず,ま た常 に一貫 した形 で監査 人 に よっ て用 い られ て いない」 と結 論 づ け

て い る。 …」(永 見(2006,64))(傍 線 筆者)

(4):「 … コー エ ン委員会 の 主張 は次 の よ うな もの で ある。

① 未確定事項に関して具体的な情報を監査報告書に記載する監査人の責任

は,財 務諸表のそれ以外の部分の表示について意見を表明する際に果たす監

査人の役割とは矛盾するものである。…除外事項が未確定事項のみの場合に

は,意 見の限定を行うべきではない(p.25)。

② 財務諸表利用者が,条 件付限定意見の意味と目的を理解するのは困難であ

る。この限定意見が,他 の場所で開示された情報を詳細に説明しようとして

いるのか,ま たは当該財務諸表に重大な欠陥が含まれていることを示そうと

しているのか,利 用者には全くわからないため,「～を条件として」という

語句は財務諸表利用者にとって不明瞭である(p.25)。

③ 監査人が重要な未確定事項に対して限定を付すと一般に理解された場合,

限定が付されていないことが逆に,当 該企業には財政状態または経営成績に

重要な影響を及ぼすような未確定事項はないという印象を財務諸表利用者に

抱かせることになるかもしれない。…」(p.26)(林(2005,17-18))(傍 線筆者)

(5):「 …監査人の現在の役割の主要部分は,会 社によって提示された情報が,そ

の財務状態と経営成績およびその測定にまつわる関連の未確定事項を適度に反

映しているかどうかを評価することである。したがって,監 査人は,未 来事象

の結末を予報することにより,未 確定事項を減らそうとすべ きでない。とはい

え,現 在の報告要件のもとでは,監 査人は,「条件付」(subjectto)限 定事項

を表明すべきかどうかを決定するにあたって,い くつかの予報に関与せざるを

得ない。監査人が期待されるべきは,提 示された情報を評価すること,そ して

財務諸表の利用者が自から未確定事項の結末を評価するために,十 分な情報が

与えられているかどうかを決定することなのである。」(檜田(1991,22))

(2005)([図19](4)),檜 田(1991)が あ る([図19](5))29)。 な お,林(2005,

18)や 檜 田(1991,22-23)は,[図19](4)～(5)に 続 け てAICPA(1978)を 要

29)他 に,AICPA(1978)を 参 照 し て い る 文 献 に,林(1992,19),山 崎(2003,28),

そ して 日本 監 査 研 究 学 会(2001,129-133)が あ る 。 い ず れ に つ い て も,[図18]

の ① も② も 当 て は ま らな い 。
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約 しているが,そ こでの記述 についても,[図18]の ① も② も当てはまらない。

4-3古 賀(1982),古 賀(1986)に つ い て

次 に,古 賀(1982)と 古 賀(1986)を 検 討 す る 。 まず,古 賀(1982,69-70)

に は,次 の よ うに 記 さ れ て お り([図20]),古 賀(1982,69-70)の 脚 注22～25

で は,CAR(1977)の25～29頁 が 参 照 さ れ て い る。 ま た,本 稿 の2節 で示 し

た[図4],3-1で 示 し た[図7],そ して3-2-1で 示 した[図8]に 示

さ れ て い る 内容 は,本 稿 で示 し て きた よ う に,CAR(1977)か らAICPA(1978)

に引 き継 が れ て い る 。

す ぐわ か る よ うに,古 賀(1982,69-70)は,CAR(1977)を う ま く要 約 し

て い る の か も しれ な い が,「 文 献 を評 価 す る とい う 思 考 」 が 見 られ な い 。 こ れ

[図20]

「…監査人並びに利用者の双方にとって現行の会計および監査報告基準にはい

くつかの間題が指摘されている。以下,AICPA,「 監査人の責任に関する委員会」
…報告に基づき,そ れらの問題をみてみよう。

第1に,現 行の監査基準にはいくつかの矛盾があるという点である。例えば,
…未確定事項に対 しては…単に未確定性が存在するが故に限定意見が表明される

点を指す。第2に,未 確定限定意見は情報利用者にとって理解が困難であるとい

うことである。一般の利用者にとっては,かかる限定意見が単により詳細の,デ ィ

スクロージャされた情報を参照するように注意を喚起するだけのものなのか,ま

たは,公 表財務諸表に重大な欠陥が含まれていることを意味するものなのか,理

解できない場合が多 く,従 がって,「…を条件として」の文言は非常に曖昧な表

現となってしまう。…最後に,最 も重要な点であるが,現 行の監査基準は利用者

に有用な十分な情報を提供していないということである。…
・・重要な問題は,同 委員会が指摘するように,財 務諸表の利用者が未確定事項

について十分かつ適切な判断ができるだけの情報を入手しているかという点であ

る。こうした見地から同委員会は,未 確定事項に関する現行の条件付限定の基準

を排除し,未 確定性を含むディスクロージャに関する現行の財務会計報告基準の

改善と相まって,情 報利用者への情報提供を改善すべきことを主張するものであ

る。…」(傍線筆者)
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で は,資 料 を要 約 ・紹 介 して い る だ け,と 言 わ れ て も仕 方 が な い で あ ろ う。 も

ち ろ ん,古 賀(1982)に つ い て は,[図18]の ① も② も当 て は ま らな い 。 同 様

の こ とは,Carmichael(1976)とCAR(1977)に 言 及 した 古 賀(1986,93)

に つ い て も 当 て は ま る([図21])。 な お,古 賀(1986,93)の 脚 注21で

も,Carmichael(1976)とCAR(1977)の 主 張 が 示 さ れ て い るが,そ れ に つ

い て も,[図18]の ① も② も当 て は ま ら ない 。

[図21]

「他 方 ,未 確 定 限定付 意 見表 明 に反対 す る論者 と して,た とえば,

ル(本 稿 のCarmichael(1976)の こ と(古 賀(1986,93)の 脚注21及 び古 賀(1986,

87)の 脚 注2よ り)一 筆 者 注)… やAICPAの コーエ ン委 員会 報告(本 稿 の

CAR(1977)の こ と(古 賀(1986,93)の 脚 注21よ り)一 筆 者 注)… を挙 げ る

こ とが で きよ う。 ともに,未 確 定 限定 の意見 形態 が利 用者 を混 乱 させ,過 大 期待

を抱 せ る こ と に よっ て ミス リー ドす る危 険 が あ る点 を反対 論 拠 に挙 げ る と と も

に,財 務諸 表 の注 記 開示 の 充実発 展 を通 じて,利 用者 に不確 実性 に関す る十 分 な

情 報提 供 を指 向すべ き旨方 向づ け てい る。」(傍 線筆 者)

4-4英 語 文 献 につ い て

最 後 に,AICPA(1978)及 び そ の 関 連 文 献 に触 れ て い る 英 語 文 献 を,い く

つ か 見 て み よ う([図22])30)。 これ らの 文 献 に つ い て も,[図18]の ① も② も

当 て は ま らな い 。

30)他 に は,例 えば,Raghunandan(1993,614)が あ る。 そ こに は,以 下 の よ うに

記 され て い る。
「…監査 人 の責 任委 員会(AICPA1978)は ,財 務 諸表 につい て,他 の どん な

「十分 に情 報が 与 え られた利 用者 」 よ りも,そ の不 確実 性 を評価 す るの に,監 査

人 が 適切 な立場 にい る こ とは全 くない こ とを示 唆 し,そ して それ ゆ え,(限 定 を

通 じて)監 査報 告書 の修 正 を求 め る要 求 は,有 用 で はない こ とを示唆 した。 それ

ゆえ彼 らは,こ の要 求 を除去 す る こ とを示 唆 した 。」
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[図22]

(1):「 「監査 人 の責 任委 員会 の報 告書 」 は,表 示 の適正性 につ いて の意見 を表 明

す る監査 人 の役 割 と,不 確 実性 につ い て報告 す る監査 人 の役割 の 間の対 立 を示

して い るい くつ か の ケー ス に言 及 して い る(AICPA[1978,p.27])。 即 ち,

監査 人 は,財 務 諸 表 の報告 者兼 解釈 者 の役 割 を果 た して いる ので ある。 委員 会

は,経 営 者 に よって十 分 な開示 が な されて い る ところの偶 発事象 を,監 査報 告

書 に含 め る た め に選 び 出す(singleout)必 要性 に つ い て,疑 義 を 唱 え た。」

(Abdel-KhaliketaL(1986,372)の 脚 注1)(傍 線 筆 者)

(2):「1978年 に,監 査 人の責 任委 員会(コ ー エ ン委 員会)は,独 立監 査人 の責 任

を改 善 し,特 定化 す るた めの勧 告 を行 った。 改正 が勧 告 され た1つ の領 域 は,

ゴ ーイ ング ・コ ンサ ー ンに関す る不確 実 性 を含 めた,不 確 実性 につ い ての報 告

で あ った。 コーエ ン委 員 会 は,不 確 実性 に関係 して い る 「subjectto」 の形 の

限定 を,監 査 報告 書か ら削 除す るこ とを勧 告 した。…」(Bellovaryetal.(2006,

21))(傍 線筆 者)

(3):「 監査 人 の能力 が,訓 練,経 験,あ るい は環境 に よって制 限 され る領 域 にお

い ては,委 員 会 は,監 査 人の役 割 を明確 にす る処 置 を勧 告 した。例 えば,委 員

会 は,不 確 実性 よっ て著 し く影 響 を受 けて い る財 務諸 表 に対す る監 査 人の 意見

につ い て の,「subjectto」 の形 の 限定 の要 求 を削 除 す る こ とを勧 告 した。 委

員会 は,そ の要求 が,情 報 が与 え られ た利用 者 よ りも,監 査 人が将 来事 象 の結

果 を適切 に予測 す る(predicting)能 力 が備 わ って い る ことが全 くな いの に,

予測 を行 う立場 に監査 人 を置 いて い る,と 感 じた。 さ らに重要 なのは,そ の要

求が,開 示 の十分 性 を評価 す る監査 人 の仕事 を,投 資の リス ク を評 価す る利 用

者 の 仕 事,あ る い は 関 連 す る リス ク を 開 示 す る経 営 者 の 仕 事 と混 同 させ る傾 向

に あ る こ と で あ る 。」(Carmichael(1977,56))(傍 線 筆 者)

(4):「 …CommissiononAuditors'Responsibilities(1978)は,不 確 実 性 に 関 す

る監査入の報告責任は,企 業が直面している企業リスクではなく,情 報開示の

十分性 を評価 す る こ とに限 られ るべ きであ る,と い う立場 を とった。委 員会 は,

ゴー イ ング ・コ ンサ ー ンに 関す る不 確実 性 につ い て 出 され る 「subjectto」 の

形 の意見 を含 め,「subjectto」 の形 の意見 を削除 す るこ とを勧告 した。近 年,

ア メ リ カ公 認 会 計士 協 会(AICPA)の 監 査基 準 審 議会 も,「subjectto」 の形

の 意見 の削 除 を検 討 した …。」(MenonandSchwartz(1987,302-303))(傍

線筆 者)

(5):「 コーエ ン委員 会 は,会 計 原則 意見 第20号 … に よって要 求 され る会 計方 針 に

つ いて の脚注 と,本 質的 にそ して適用 上 同様 の もの と して,偶 発事 象 と関係 し

て い る 「subjectto」 の 形 の意見 が,削 除 され るべ きで あ り,不 確 実性 につ い

て の標準 的 な脚注 開示 に よって取 っ て代 わ られ るべ きで あ るこ とを勧告 した。
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FAPC(FinancialAccountingPolicyCommitteeの こ と(Norby(1978c,18)

よ り)一 筆 者 注)は,当 初 こ の 勧 告 と意 見 が 一 致 し て い た が,不 確 実 性 に つ

い ての 開示 は,「subjectto」 の 形 の意 見 の削 除が 達 成 で きる前 に,改 善 され

な けれ ば な らな い。FAPCは,コ ーエ ン委 員 会 に よ って要 求 された 開示 を具

体 的 な もの にす る ため の,標 準 様 式 の脚 注 をFASBが 要 求 す る こ と を勧 告 す

る。 これ に よっ て,「subjectto」 の 形の 意見 の最 終 的な削 除が,認 め られ るで

あ ろ う。」(Norby(1978b,19))(傍 線筆 者)

5.本 稿のまとめと今後の課題 一 将来事象の発生可能性の評価が問題に

なる場合の監査のあり方

本 稿 は,こ れ ま で の 未 確 定 事 項 プ ロ ジ ェ ク トの 一 貫 と して,タ イ プAとBの

未 確 定 事 項 が,こ れ まで の 文 献 の 中 で 識 別 さ れ て き た の か,と い う視 点 か ら,

AICPA(1978)の 評 価 を行 っ た。2節 で 述 べ た よ うに,AICPA(1978)は,

当 時 のAICPA(1974)が 念 頭 に 置 い て い た,タ イ プAの 未 確 定 事 項 しか 想 定

して い な か っ た 。AICPA(1978)は,2節 の[図4]で 見 た よ う に,AICPA

(1974)の も とで のsubjecttoopinionの 削 除 を勧 告 した が,AICPA(1978)

が タ イ プAの 未 確 定 事 項 を想 定 して い た 以 上,こ の勧 告 は,理 論 的 に は 妥 当 な

もの で あ っ た。

しか し,AICPA(1978)は,タ イ プBの 未 確 定 事 項 を想 定 して い な か っ た し,

想 定 し な い で よ い 理 由 を示 して い な か っ た 。 坂 柳(2006b)で 見 た よ う に,タ

イ プBの 未 確 定 事 項 に 直 面 した 監 査 人 の 対 応 と して,subjecttoopinionが 考

え られ る の で,タ イ プBの 未 確 定 事 項 を 想 定 し な い ま ま,AICPA(1978)が

subjecttoopinionの 削 除 を勧 告 した の は 問 題 で あ っ た 。 以 上 の 点 を指 摘 した

こ とが本 稿 の1つ 目の 貢 献 で あ る。

一 方
,AICPA(1978)で は,監 査 人 の 果 た す 役 割 に つ い て,興 味 あ る 主 張

が な され て い た 。 そ れ は,企 業 リス クの 評 価 と情 報 リ ス ク の 評 価 を 区 分 し,監

査 人 の役 割 は,情 報 リス クの 評 価 の み で あ り,企 業 リス クの 評 価 で は な い 旨 の

主 張 で あ っ た 。3節 で は,こ の 主 張 が 合 理 的 な の か どう か に つ い て検 討 した 。
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類似の議論は,坂 柳(1999)で もなされているが,本 稿は,坂 柳(1999)の 議

論を,よ り発展 させたものであった。

AICPA(1978)か ら導かれる 「企業 リスク」は,そ の会社が将来に何 らか

の影響 を被 る可能性(確 率)そ のもの,あ るいは,そ の会社が何 らかの影響を

被る可能性(確 率)が ある,そ の時点での状態のことを指 している,と 捉えら

れた。他方,AICPA(1978)か ら導かれる 「情報リスク」は,財 務諸表上で,

十分 な開示 が な され てい ない可 能性 を指 してい る と考 え られ た。 問題

は,AICPA(1978)が 考 える,「企業 リスクの評価」の中身であるが,そ れを

考えるための分析視点は,3-2-1で 示 した[図11]に よる,「予測」と 「評

価」によって与えられた。「予測」 とは,将 来に起 こる事象の最終的な実際の

結果を,問 題 になっているその時点で決定することであ り,「評価」 とは,将

来に起 こる事象の発生可能性 を,問 題になっているその時点で決定す ることで

あった。

このうち,「予測」については,監 査人がその対応を決定する時点までにし

か入手できない情報 を用いて,将 来にしか判明 しない事象の最終的な実際の結

果まで決定 しなければならない理由が見出せないため,[図11]の 「予測」は,

監査人の責任ではないことを指摘 した。また,そ のような予測行為は,「 その

会社が将来に何 らかの影響を被 る可能性(確 率)の 評価」 という意味での 「企

業リスクの評価」ではなかった。

AICPA(1978)は,2節 で見た通 り,subjecttoopinion削 除論 を展開 した

のだが,も ともと監査人の責任 とは観念できない[図11]の 意味の 「予測」行

為が,「 企業リスクの評価」に含まれるかの ように捉え,そ のような 「予測」

行為を監査人が正確 な形で行 うことがで きないことを,「企業 リスクの評価が

行 えないこと」 と捉 え,監 査人は,[図11]の 意味の 「予測」 を含む 「企業リ

スクの評価」 を行 うのではなく,「情報 リスクの評価」 を行 うだけであること

を根拠 に,subjecttoopinion削 除が主張されているのだ とした ら,そ うした

削除の理由づけは,不 適切であろう。[図11]の 「予測」行為は,「企業 リスク

の評価」ではないか らである。subjecttoopinionの 削除を主張するだけであ
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れば,タ イプBで はなく,タ イプAの 未確定事項に直面 した監査人の理論的な

対応 として,subjecttoopinionが 削 除 され るの は当然 であ る ことだけ

を,AICPA(1978,23-30)は,指 摘すればよかったはずである。以上の点を

指摘 したことが,本 稿 の2つ 目の貢献である。

それでは,「 企業 リスクの評価」 に該当す るのは何かと言えば,そ れは,[図

11]の 「評価」であった。AICPA(1978)が 想定す るタイプAの 未確定事項

に関 して言えば,重 要な損失をもたらす事象の(低 くはない一定程度の)発 生

可能性の評価 という意味の 「企業 リスクの評価」 を経営者は行 うが,タ イプA

の未確定事項の開示の十分性 を監査人が確かめる,即 ち,「情報 リスクの評価」

を行うに当たっても,監 査人は,そ うした経営者の行った企業リスクの評価に

同意す るという形で,「 企業 リスクの評価」に関わることになるはずである。

そうであれば,AICPA(1978)等 に見 られるような,監 査人の役割 は,「情報

リスクの評価」のみであ り,「企業 リスクの評価」ではない旨の主張は,合 理

的でないことがわかる。

このように,坂 柳(1999)の 議論及び4節 で紹介 した議論 と異な り,本 稿は,

[図11]で 整理 した 「予測」と 「評価」とい う分析 フレームワークのもとで,「企

業 リスクの評価」に該当 しない行為 として,[図11]の 「予測」を挙 げ,タ イ

プAの 未確定事項に関 して,「 情報 リスクの評価」を行 う上で,監 査人が関わ

ることになる 「企業リスクの評価」は,[図11]に 見 られる 「評価」であるこ

とを指摘 した。 この点 を指摘 したことと,AICPA(1978)等 に見 られる,監

査人の役割に 「企業 リスクの評価」が含 まれない旨の主張の不合理性を指摘 し

たことが,本 稿の3つ 目の貢献である。

そして4節 では,AICPA(1978)及 びその関連文献 に言及 した先行研究 と,

本稿 の議論 の違い を示 した。脚注 を含 む,4節 で紹介 した文献 は全 て,

AICPA(1978)等 が,①:(本 稿 の1つ 目の貢献 との関係 で)タ イプBの 未

確定事項に言及 していないことを指摘 していなかった し,ま た,②:(本 稿の

2つ 目と3つ 目の貢献との関係で)監 査人が 「情報 リスクの評価」を行 う上で

関わることになる 「企業 リスクの評価」 と,「企業リスクの評価」には入 らな
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い[図11コ の 「予測」 の違いを明確 に示 していないことを指摘 していなかっ

た。対 して,本 稿 では,AICPA(1978)等 が,タ イプBの 未確定事項に言及

していないことを指摘 したし,監 査人が 「情報 リスクの評価」を行 う上で関わ

ることになる 「企業リスクの評価」と,「企業 リスクの評価」には入 らない[図

11]の 「予測」の違いを明確に示 していないことを指摘 した。以上①,② の2

点に関して,先 行研究 との違いを明らかにしたことが,本 稿の4つ 目の貢献で

ある。

タイプAとBの 未確定事項 は,金 額の 「見積 もり」の側面 に注 目していた。

一方 ,AICPA(1978)か ら導かれた 「企業 リスク」の評価 に関 しては,経 営

者による将来事象の発生可能性の評価 に関する,監 査人の事実判断が問題にな

る。そこで問題になって くるのは,例 えば,経 営者が,「 企業経営 に重要な影

響 を与える事象の発生可能性は低いと信 じている。」という主張をしたとして,

監査人が,経 営者の判断の適否(状 況適合性)が 確かめ られない という事態が

生 じるのだろうか,と いう点である。 タイプBの 未確定事項は,金 額の見積 も

りの合理性が,監 査人に確かめ られない状況であったが,今 度は,事 象の発生

可能性についての経営者の判断の適否が,監 査人に確かめられない状況が問題

になって くるわけである。概念形成,監 査人の対応等,詰 めた議論は,今 後の

課題である。

筆者の未確定事項 プロジェク トは,思 わぬ寄 り道をすることになったが,成

果も得 られた。
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